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 開 議 

○議長（美野勝男君）    規定の定足数に達しておりますので、これから３月１８日

の会議に引き続き、本日の会議を開きます。 

  なお、執行部より議案第４６号の提出があり、本日、本会議開会前に議会運営委員会

で協議いただき、日程につけ加えていますので、報告して御了承願います。 

（午前 ９時３０分） 

 

○議長（美野勝男君）    それでは、日程に入ります。 

  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 議案第３１号 平成２２年度紀美野町一般会計予算について 

○議長（美野勝男君）    日程第１、議案第３１号、平成２２年度紀美野町一般会計

予算について議題とします。 

  歳出の第４款まで質疑が終わっています。 

  本日は、前回に引き続き、歳出第５款から最後までについて、質疑を行います。 

  質疑をするときは、まず、マイクを自分のほうに向けてから、ページ数を言って質疑

をしてください。 

  それでは、歳出第５款から第６款について、質疑を行います。 

  １番、田代哲郎君。 

（１番 田代哲郎君 登壇） 

○１番（田代哲郎君）    それでは、第５款農林水産費、本予算に占める農林水産費

の構成比が何パーセントなのか、お伺いします。 

  それから、１項農業費、２目農業総務費、１９節負担金補助金及び交付金で、７５か

ら７６ページにかけてです。全国カキ研究大会実行委員会負担金３万円が計上されてい

ますが、この研究会というのは、どんな趣旨の研究会なのか教えてほしいと思います。 

  それから、従来あった町青年農業経営者補助金がなくなった理由についてお伺いしま

す。 

  ３目農業振興費です。１３節委託料、７６ページです。農産物出荷サポート委託料の

事業内容について、お伺いします。 

  それから、１９節負担金補助及び交付金、７７ページで、町農業経営支援事業補助金、

ことしも８００万円を計上しましたが、これ申し込みが予想より超える場合が、昨年の
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ように追加補正をする考えがあるのかどうか、お伺いします。 

  ２項林業費、１目林業総務費で、１３節委託料、８２ページです。地域おこしコーデ

ィネート委託料２０万円が計上されていますが、この事業内容についてお伺いします。 

  それから、水産振興費の、これは８４ページ、委託料で、緊急雇用事業貴志川環境保

全事業委託料６４４万が計上されてます。これ、貴志川の河川の改修とかいろんなこと

に使われると思いますけれども、具体的にどんな事業を考えておられるのかお答えくだ

さい。 

  それから、１９節負担金補助及び交付金で、貴志川漁業組合鮎放流補助金２８０万円

余りが計上されているのですが、毎年、あゆを放流しても魚影が非常に薄いというので

すか、肝心の釣るころになったら、いてないので、釣り人の姿もほとんど貴志川では見

かけないような状況が続いています。その原因はいろいろあると言われているんですが、

鵜もその原因の一つではないかと考えられるんですが、いわゆる鵜の駆除に対する補助

というのはできないのかどうか、その辺についてお伺いします。 

  それから、アマゴ放流補助金が、これ減額されてますが、来年度も減額することにな

っているんですが、このアマゴの放流を減額する理由についてお伺いします。 

  それから、６款の消防費、８５ページです。商工費のこの予算全額に対する構成比が

何パーセントなのかお伺いします。 

  それから、商工費で、商工振興費、負担金補助及び交付金で、商工会補助金が少し減

額されています。減額の理由についてお伺いします。 

  それから、シルバー人材センター補助金５５０万のこの法人化の見通しと具体的に法

人化すれば、具体的なメリットとしてどんなメリットがあるのか、その辺のことについ

てお答え願います。 

  それから、紀美野町伝統工芸後継者育成支援事業費補助金、要するに伝統の鬼毛ぼう

きの後継者ですが、３０万は、これ何年度までの予定なのか、その辺についてお答え願

えたらと思います。 

  ２目観光費、委託料で、８７ページ、ふれあい公園オープン１０周年記念イベントと

して、委託料２００万円が計上されています。イメージとしてどんな内容のイベントを

イメージされているのか、その辺のことについてもお伺いします。 

  以上です。 

（１番 田代哲郎君 降壇） 
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○議長（美野勝男君）    産業課長、増谷君。 

（産業課長 増谷守哉君 登壇） 

○産業課長（増谷守哉君）    それでは、田代議員の質疑に答えさせていただきたい

と思います。 

  まず、農林業の構成比でございます。農業費に関しましては、６.４％となってござ

います。 

  次に７５ページ、１９補助金の第３９回全国柿研究大会の内容でございます。これに

つきましては、全国柿研究大会は、全国の柿農家や柿に係る関係者が一堂に会し柿の産

業の振興のために、技術やまた経営について意見交換を行う研究会として、全国で各県

を回りながら開催されてございます。平成２２年度につきましては、和歌山県で第３９

回として開催されることとなってございます。主催者は、全国果樹研究連合会、それと、

この大会のために和歌山県で結成されました紀美野町を含む県下８市町村と県内五つの

ＪＡで形成された大会実行委員会が主催者となってございます。大会の内容につきまし

ては、ことしの８月５日また６日の２日間をかけまして、高野山大学において研究発表

会、それからかつらぎ町において、産地の視察という日程でございます。参加者は県外

３５０、県内３００、全体で６５０人の参加者を予定してございます。大会については、

このような大会を予定してございます。 

  次に町の青年農業研究会でございます。これにつきましては、昨年度から団体として、

非常に時期的に、青年、若い方の農業者が忙しいということで、会を少し運営していき

にくいという体制になってきました。実活動はないということから、補助金を出さない

ということで、会のほうも了解の上で、このような補助の体制となってございます。 

  次に農産物出荷サポート事業の委託費３６１万８,０００円、７６ページの一番下で

ございます。これにつきましては、紀美野町内、特に旧美里町管内で、ここの区域の農

家が農産物の直売所まで非常に距離がある、また車の運転がままならない。また小規模

農家のため数量がそろえられないということから、主に、自家用の農作物の栽培のみを

行って、小規模な耕作しか行っていないという状況でございます。このため、この地区

でつくった野菜などを市場に出すシステムをつくることによりまして、農家の耕作意欲

を向上させ、また集荷を通じて、交流の場づくりに貢献していくということを目的とし

て事業を実施することとしてございます。具体的には、この事業につきましては、ふる

さと雇用再生創出特別基金を活用いたしまして、地域の農産物をＪＡとれたて市場へ出



－２９１－ 

荷する仕組みをつくり、この事業につきましては、ＪＡが業務を委託するということで

計画してございます。２人の雇用、これは、市場へ出荷する人員でございます。それと

運搬用の車をリースする、これを行いまして、農作物等の出荷をとれたて市場へ出すと

いうことで計画をしてございます。経費につきましては、人件費として２２０万円、運

搬用の車のリース代としまして１４１万８,０００円、計３６１万８,０００円の予算を

計上させていただいてございます。 

  次に農業経営支援事業補助金、７７ページでございます。この事業につきましては、

昨年度予算を２,８００万円の事業ということで、これにつきましては、経済危機対策

の交付金を活用いたしまして実施してございます。来年度につきましては、８００万円

の予算ということで、かなり下がっているんですが、内容につきましては、従来の農業

支援事業いろいろもろもろな事業に加えまして、ことし実施いたしました農機具の補助

についても実施したいと考えてございます。予算的に非常に小さいんですが、要望等を

見させていただきまして、その辺の補正等についても、また今後検討してまいりたいと

考えてございます。 

  次に地域おこしコーディネート委託料、８２ページでございます。これにつきまして

は、地方自治体が都市住民を住民票を移した形で受け入れ、地域おこし協力隊員として

委嘱し、最高３年間農林業の応援、住民の生活支援など、地域の取り組みへの協力活動

に従事してもらいながら、隊員の定住、移住を促していくという事業でございます。総

務省の管轄事業で、この事業につきましては、隊員一人当たり最高３５０万円の歳出に

対して、特別交付措置による自治体への財政支援がございます。紀美野町では、移住交

流事業に係る地域づくりや協力活動を行ってもらえる地域おこし協力隊１名を予定して

ございます。月額１５万円の１２カ月の報償費といたしまして、年額１９２万円、その

他必要経費として委託料で業務を計画し管理してもらうために、この計画につきまして

は、定住を支援する会へ委託したいと考えてございます。これにつきまして、地域おこ

しコーディネート委託料ということで２０万円計上させていただいてございます。この

ほか隊員の使用する車のリース料７２万円、作業事務用の備品代として５４万５,００

０円、燃料費等で９万８,０００円、計３４８万３,０００円を今回２２年度で経費を計

上させていただいてございます。 

  次に８４ページ、水産振興費の貴志川環境保全の委託料、これについて具体的に何を

するかということでございます。これにつきましては、貴志川の環境が自然の変化に伴



－２９２－ 

って変わってきている、カヤが川の中に非常に生えて、釣りをするにしても環境が非常

に悪いと、釣り客が減ってきているということで、このカヤを刈る作業を予定してござ

います。面積につきましては、大体５万平米を予定してございます。 

  次に同じく８４ページの貴志川の漁協に対する補助でございますが、非常に川の鮎が

少ないと、鮎を入れているけれども、姿が見えないということがございます。これにつ

きましては、まず、一番原因と考えられますのは、鵜の飛来による鮎の捕食ということ

が非常に大きな原因であろうかと思います。これにつきましては、漁協の方でも捕獲を

行いまして、年間、大体３０匹ぐらいの鵜を捕獲しているというところでございます。

そのほか、カヤと言うんですか、アセが非常に生えているということで、非常に川の中

の環境が変わってきているということも原因の一つであろうかなと考えてございます。 

  次に貴志川の漁協組合のアマゴの放流に対して、減額しているということでございま

す。これにつきましては、財政の関係上、今年につきましては３０万でございました。

来年度は２０万ということで１０万円の減額になっているかと思います。減額につきま

しては、いろいろ勘案した結果、財政の関係上もありまして減額ということで御理解い

ただきたいと思います。 

  次に商工費、商工費の全体に占める構成比でございます。０.５６％であろうかと思

います。 

  次にシルバー人材センター、８５ページでございます。これは、効果ということでご

ざいます。シルバー人材センターにつきましては、地域の通常、一般の企業さん、仕事

をされている方が、それを小さ過ぎて簡易な仕事であるということ、取らない仕事をシ

ルバーのほうで受け持って仕事をしている状態でございます。高齢者の働く場所をつく

ることによって、生きがい、また収入の確保ということで地域の活性化に貢献している

んではないかなと考えてございます。 

  次に商工会の補助金の減額でございます。平成２１年度につきましては、１,２０８

万円、来年度につきましては、１,１４８万円でございます。この減額につきましても、

財政の厳しい折ということで、この分を減額させていただいているところでございます。 

  次に、紀美野町の伝統工芸後継者育成支援事業の３０万円でございます。これにつき

ましては、２２年度・２３年度２年間の事業実施を予定してございます。これにつきま

しては、平地区の鬼毛のほうきの制作の後継者、新しくそれに就く方に対して、年間３

０万円、それを２年間実施するということで、県からの補助金をいただいている分でご
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ざいます。 

  次に８７ページの委託料のふれあい公園オープン１０周年記念イベント委託料２００

万円でございます。これにつきましては、公園が平成１２年７月オープンいたしまして、

１０年が経過いたします。そのオープン１０年を記念いたしまして、イベントを実施し

たいと考えてございます。金額的に２００万円ということがございますので、余り大き

なものはできないと考えておりますが、夏、７月・８月ぐらいにできれば実施いたした

い。それと同時にステージも完成してございますので、それを御披露ということも兼ね

まして、イベントを考えてございます。内容的には、コンサートとかパークゴルフ場で

の記念大会等を予定してございますが、詳細的には、まだ現在のところ決まっている状

態ではございませんので、また、決まり次第、皆さんにお知らせさせていただきたいと

思います。 

  以上でございます。 

（産業課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）  シルバー人材センターの法人化の見通しついて。 

○議長（美野勝男君）    産業課長、増谷君。 

○産業課長（増谷守哉君）    済みません、答弁漏れです。 

  シルバー人材センターの法人化の見通しでございます。この法人化になるためには、

会員さんが１００名以上、それと売り上げと言うんですか、仕事量が年間に５,０００

人/日のこなさなければいけないということで、平成２１年度につきましては、これを

すべてクリアできる状態です。これをもちまして、できれば早い時期、５月・６月ぐら

いに法人化の申請を行ってまいりたいと。早ければ９月・１０月ぐらいには、法人化と

いうことで、団体が形成されていくものと考えてございます。 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）    農林水産費については、若干ちょっとだけ上がっているか

と思うんですけど、決算ベースでいくと、やっぱり６％ぎりぎりというところへ落ちて

しまうんで、大体、近隣のよく似た市町村だと８％ぐらいの構成比があって、予算額も

もう少し大きいというところが多いようです。こういう中山間地で農林水産の予算をふ

やせば何とかなるというものではないんですけど、やっぱり農業・林業等にそれを再生

していくという町の意欲というんですか、ビジョンというそういうような一つのあらわ
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れにもなると思いますんで、そういうところについてどう考えられているんか、構成比

が低いということの理由も含めてお伺いします。 

  それから、７５・７６ページのカキ振興のための研究大会、和歌山で開かれるんで、

参加するんだということですけども、要するに、和歌山へ来たから参加すると、今まで、

全国的なそれに参加していて、和歌山に来たんで、実行委員会に参加していくというこ

となのか、今後も継続してこのカキ研究大会に参加していくよということなのか、その

辺のことについてお伺いします。 

  それから、７６ページの農産物出荷サポート委託料ですけども、旧美里町の奥のほう

からいわゆるとれたて広場等へ出荷すると。回収についても、売れ残った分の回収とい

うことは、いつも苦情として聞くんですが、その辺のことについても、サポート、委託

請け負っていただけるんか、その辺のことをお答えください。 

  それから、水産業費、８４ページの川の浄化問題で、これを緊急雇用事業としていわ

ゆるアシがたくさん川の中へ生え込んで、非常に景観も害するし、それから何よりも河

原へかなりアシが生え上がってきて、従来は非常にきれいな河原で、子供たちも泳げた

ようなところが、アシというかヨシというか、そういうのでいっぱいになってしまって

入れないという状態があって、川の水質そのものの変化がどうなんかはよくわかりませ

んけど、そういう景観上とか川の中までアシが生え込んでいくという、人が入りにくい

という状況が非常にあちこちで見受けられるんで、それを全部刈るだけで、何とかなる

のかどうか、その辺のこと、素人考えですけど、刈ったらまたすぐ出てくるような気が

するんで、根絶やしにする方法はないのかどうか。これをやろうと思ったら、相当大き

な事業費が要ると思うんですけど、やっぱりまちの非常に大きな財産ですので、そうい

うことが考えられないのか、お伺いいたします。 

  それから鵜の問題ですけど、確かにたくさんの鵜が飛んできて、それで、非常に旺盛

に捕食してしまうというか、水の中を潜って魚を追っかけていくんで、それもかなり早

いスピードで追いかけていくようで、それも早朝とか、余り人の目につかない時期にと

いう話も聞きます。ここも素人考えなんですけど、有害鳥獣対策の中にそれを繰り込む

というのですか、入れてまちの事業としてそういうのをやるというのは難しいのかどう

か、その辺のこともお答えください。 

  それから、商工費なんですけど、これの構成比ですけども、０.５６％と、予算では、

ちょっと構成比は上がっているんですけど、決算ベースでいったら２０年度の決算は、
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０.３％という非常に低い比率になってまして、これは、県下的に見ても、商工費の構

成比が低いと、金額的にも何千万円の単位というのは、ここだけではないんかなと。き

のうも北山村どうなんかなといって調べてみたんですけど、ネットにそれが出てません

ので、それはわかりませんけども、いわゆるそれだけ、０.何％いうことで、額的にも

１億を超えないというような商工費の実情って、これの理由ですね、どうしてそういう

ことになるのか、その辺のことについて、構成比、金額ともに低い、ほかの町村に比べ

て低い理由、同じような町村と比べてもそういう傾向があるということについての理由

をお答え願えたらと思います。 

  ８５・８６ページの中で、財政問題で商工会の補助金を、はっきり言えばお金がない

んで、少し削ろうかという、商工会へ補助金を出せば、商業や工業を営んでおられる人

たちが豊かになるかというと、そうとばかりも言えない部分もあります。それはやり方

にもよるとは思うんですけども、やっぱり、しかし、このまちの現状というのは、非常

にそういう小さな商店であるとか、そういうところの衰退というんですか、中小企業も

含めて、そういうのが、非常に目立っているということもありまして、やっぱり地域お

こしという視点でとらえれば、そういう部分の補助というのも、ある程度意味を持つん

ではないかと思いますんで、その点について、財政問題があるんで、お金がないんでと

いうことだけで減額することの善し悪しというのは、そういう考え方というのがどうな

のかお答え願いたいと思います。 

  シルバー人材センターですけど、これからいわゆる申請をして、１０月ごろには法人

化の認可がおりるであろうということですが、その場合に、いわゆる直接補助金を受け

られるというようなことが出てくると思うんです。その場合の町の補助というのは、い

わゆるそういう補助金がおりることに見合って減額していくのか、その辺のこともお答

え願えればと思います。 

  それだけお伺いします。 

○議長（美野勝男君）    産業課長、増谷君。 

○産業課長（増谷守哉君）    再質疑にお答えさせていただきたいと思います。 

  農林業の構成比６.４％、通常、ほかの市町村の平均が大体８％ということでござい

ます。農林業の事業につきましては、紀美野町にとって必要な事業を計上させていただ

いているところでございます。パーセントが幾分低いということでございますが、これ

は金額を上げていかなければ、パーセント上がってこないということでございますが、
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必要な事業をやっているパーセントが６.４％であるということで御理解いただきたい

なと考えてございます。 

  柿の大会でございます。和歌山へ来たから参加するのかということでございますが、

柿の大会につきましては、近年各年で全国各地で実施しているようでございます。参加

につきましては、県が中心になって他府県で行った場合は、各関係する市町村、それか

ら、ＪＡを取りまとめいたしまして、団体で、その大会に参加するということでござい

ます。そういうことで、再来年になるかと思いますが、ほかの県で大会があれば、また

必要であれば、紀美野町としても参加するということで考えてまいりたいと考えてござ

います。 

  次に農産物のサポート事業でございます。売れ残ったものについては、回収するのか

ということでございます。まず、２名の方を雇用して、地域で農産物を集めて、それか

ら運搬して向こうのとれたてで品物を並べると。回収につきましても、その２名の方に

よる回収ということで、今のところ考えてございます。地域の人が現地へ行って回収す

るというようなことは、この事業やる意味がございませんので、そういうことで、すべ

て雇用した方に実施してもらうということで、今のところ考えてございます。 

  次に環境で、アセを刈るだけでいいのかということでございます。まず、現在生えて

いるアセをとにかく刈ると、刈って平たな河川の流域を大きくしていくということで実

施してございます。漁協のほうでも、また別途重機を入れまして、特に生えてきたら非

常に困るという区域については、根っこというんですか、土の中の、砂利の中の根を掘

り起こして撤去するという事業も今年につきましてもやってございます。それと、県の

ほうへ要望いたしまして、河川の環境整備ということで、そういうふうな砂利の中の根

を取るというような事業につきましても、要望をしてございます。また、県のほうでや

っていただけるかなということで考えてございます。 

  次に鵜の有害鳥獣の捕獲の鳥に、動物に入れられないかということでございます。こ

れにつきましては、鳥獣害の駆除ということで、人家に何百メートル、２００メートル

以内では発砲はできない。もちろん人がいたとか、そういうところでは、もう全く、こ

れは銃を使うことはできません。紀美野町の貴志川区域では、非常に民家が多いという

こともございまして、旧美里の上のほうであれば、幾分撃てるところもあろうかと思う

んですが、そういうところもございまして、ちょっと今のところ、捕獲の対象としては、

鵜は入れてございません。今後、また、漁協のほうの意見もお聞きさせていただいて、
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検討してまいりたいと考えてございます。 

  次に商工費の構成比、これにつきましても、０.５６％ということで、非常に低いと

いうことでございます。紀美野町の商工会費というのは、商工会への補助等事業、それ

と観光費の分で補正されてございます。これにつきましても、紀美野町に必要な事業と

して上げた分が０.５６％ということになっておろうかと思います。こういうことで御

理解いただきたいと思います。 

  次に商工会の補助金、お金がないから下げたんだということで御説明させていただい

たんですが、そういうことでございますので、御理解いただきたいと思います。 

  それとシルバー人材センターの法人格になった場合に、国からの補助金があるという

ことになります。まず、初年度につきましては、１年間大体６７０万円の補助があろう

かと思います。これにつきましては、６７０万という金額をその所在地の市町村が６７

０万出した場合に、国からも６７０万補助していただけると。市町村が５００万であっ

たら、国からも５００万ということで、同額の補助ということになってございますので、

こういうことで御理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）    農林水産費について必要な事業をしていると、必要な事業

をやってはじき出した額がこれこれの必要な額なんだということで、確かにそれは希望

というか、発想の中で必要な事業、従来やってきた事業をずっと続けるとすれば、それ

だけということになると思いますが、やはり、こういう中山間地の非常に農林業が衰退

している地域で、いろんな耕作放棄であるとか、林業のいろんな問題とかは聞きますし、

ただ、やっぱり何らかの独自の、どんな事業を興せば、それが農林漁業の衰退をとめる

ことができるんかという、少しでもとめることができるんかというのは、私らもほとん

どわかりませんけど、やっぱりそこらのことの研究というんですか、きちっとやりなが

ら、やっぱりそういう地域おこしという視点から考えれば、それなりにいろんなことを

やって、予算をふやしてでもいろんなことをやっていく必要があると思います。 

 それは商工費についても同じことで、必要な事業を一応計上した場合に、こういう予算

になるんだというんですけども、やはり、それは商工費、まちの商工業を衰退させない

ということで、どんなことが考えられるのか、その辺の模索等も含めていろんなことに

取り組んでいくという姿勢が要ろうかと思うんです。いろんな予算も組み込んでやられ
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ているんですが、その辺のことについても、やっぱりそういう考え方というんですか、

そういうのをもう少し前に進めるべきではないかと、少し冒険といったら変ですけど、

いろんな模索をまち独自で取り組んでいく必要があるんではないかというふうに思いま

す。その辺の考え方をお答えください。 

  それから、シルバー人材センター、いわゆるまちの補助をふやせば、国からの補助も

ふえるということで、その辺の今５５０万ですけども、そしたら、この５５０万を、そ

のまままちが補助していけば、国からは５５０万くれて１,０００万以上の補助がつく

ということになるのか、そうした場合には、やっぱりそういうことを継続していく考え

があるのかどうか、そうしたら、もう少し法人化したことで、財政的にも豊かになって、

いろんな活動もやれると思うんですけども、その点についてのお考えをお答えください。 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    田代議員の再々質疑にお答えをいたします。 

  まず、この予算の構成比云々と、当地域が抱えている問題点と、それで、先ほど課長

が必要な事業については行っておりますということで前向きな姿勢を出させていただい

ております。と申しますのは、御承知のとおり、紀美野町は中山間地域ということで、

確かに農林水産業、また商工業等々には、これからも対処していかなければならない問

題点が多くあると思うんです。そんな中で、実は経済対策として、補正で組み、そして

また当初という中で、前向きなそうした取り組みを行っているつもりでございます。 

  そうした中で、やはりこれからも議員の提言を受けながら、できることはやっていく

という姿勢は変わりませんので、ひとつまたいろいろとこちらも研究しております。ま

た、議員の皆さん方にも研究をしていただいて、こんな事業あるやないかということで、

御提言をいただければ、また前向きに検討をしてまいると、そのように考えております。 

  したがいまして、この構成比云々は、やはり近隣とは違います。これはそのまちその

まちの特色が出されているんじゃないかというふうに、私は考えております。 

  また、もう一点、シルバー人材センターの関係でございますが、これにつきましても、

私は５２カ所のミニ集会でも申し上げてきました。やはりシルバー人材センターという

のは法人化をし、そして皆さん方とともに、組織を確立して、そして取り組んでいかな

きゃならんということで、いよいよことし法人化をし、そしてできる範囲の国からの補

助をいただき、また、町からも補助を出して、そして対応していきたいと、そんな姿勢

でおりますので、御理解を賜りますようよろしくお願いしたいと思います。 



－２９９－ 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  ７番、西口 優君。 

（７番 西口 優君 登壇） 

○７番（西口 優君）    ７６ページの役務費、農業振興費の中の役務費、浄化槽清

掃手数料１９万５,０００円、２１年度は、この部分が１０万になってて、これが１９

万５,０００円、これ何か建物がふえてどっかせんなんところがふえてきたんかなと。

しかし、そういうふうな中で、本来だったら、建物が同じであったら同じでなければい

かんのかなと、そういう部分がちょっとわからなかったので、伺いたいと思います。 

  それと、これ７８ページの基幹農道整備事業５,７３３万４,０００円という、この部

分、これ、以前から行われている事業で、何か途中で中断されていたように思うんです

けど、この部分がもう地元の受け入れ体制ができたんかどうかなと、こういうふうに、

これは単純な質疑なんでございますが、伺いたいと思います。 

  それと、８１ページのこれも先ほどの浄化槽の部分と同じになるんですけど、この役

務費の中に、点検手数料という部分がございます、６万１,０００円ね。これは、２１

年度にはなかったものなので、新しくできたんかなどうかなと、だけど、ほかの場所で

は、こういう点検手数料という項目が入っていないので、これは何を意味するものかな

と、こういうふうに思います。 

  ８２ページのきみの婚活支援事業補助金８０万円、前に前年１００万円組んでいたと

思うんですよ。そのときに、町長の話の中でやった結果、１００万円ではちょっと足が

出たよというふうな話があったので、こういうことは大いに町として推薦すべきやと、

奨励すべきの中で、８０万円じゃ、余りにもちょっと少ないんじゃないかと、こういう

ふうに思うので、大丈夫かいなと、こういうふうに思います。 

  ８４ページ、先ほど田代議員からもございましたが、農産業振興費の中の貴志川環境

保全事業委託料、これ前年に比べて確かに上がってきて、いいことやなと思うてんのや

けど、これアセを先ほど刈り取りだけで本当に効果あるのかな、僕もそういうふうに思

うんですよ。だから、刈り取りだけで大丈夫かなと。それと、鮎にしても、子供らが川

遊びするにしても、時期というものがあろうかと思います。だから、もし刈り取るので

あったら、その時期を外したら、意味のないものになってしまう。だけど、夏、それこ

そ鮎の友釣りに間に合うような形の時期をずらさないことを執行してもらえるのかとい
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う、この部分について伺いたいと思います。 

  以上です。 

（７番 西口 優君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    産業課長、増谷君。 

（産業課長 増谷守哉君 登壇） 

○産業課長（増谷守哉君）    西口議員の質疑にお答えさせていただきたいと思いま

す。 

  ７６ページでございます。浄化槽の清掃手数料、今年度１０万円、来年度１９万５,

０００円でございます。ちょっとこれにつきましては、後ほどちょっとお答えさせてい

ただきたいと思います。 

  次、８１ページの役務費の点検手数料６万１,０００円でございます。これにつきま

しては、現在、セミナーハウスのところに短期滞在型施設というのがございます。ここ

に２戸の住宅を設けてございます。この上水道のシステムというのは、セミナーハウス

のメーター器を通りまして、それから、別途浄化水槽がございまして、そこから短期滞

在型施設へ送水してございます。従来、このタンクにつきましては、セミナーハウスの

管理を行ってございました。その中で、水槽の整備点検ということで、セミナーハウス

が支払っていたものでございます。今回、セミナーハウスの中に、短期滞在型施設がで

きましたんで、このタンクの使用については、もう短期滞在型施設のみの使用というこ

とで、中の配管をかえてございます。これで、このタンクの管理につきましては、産業

課のほうで、維持管理を見ていかなあかんということで、今回計上させていただいてご

ざいます。 

  次にきみの婚活支援事業の８０万円でございます。ことしにつきましては、１００万

円ということで計上させていただきました。ちょっと少なくて、事業は大丈夫かという

ことでございます。これにつきましては、８０万円でできる効果の出る今年同等の事業

を展開して、事業の内容をそういう形でもっていきたいと思います。８０万円で全く効

果が出ないんじゃないかという御心配であろうかと思いますが、そういうことのないよ

うに、十分事業精査して実施してまいりたいと考えてございます。 

  次に貴志川の環境保全の事業でございます。確かに、時期がずれて春にまた芽が出て

きて、海水浴の皆さんが入っていくのに、またアセの中を通っていかなあかんというこ

とも心配するところでございます。できれば、早いうちに事業実施できるように、予算
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上も４月以降実施することはできますので、その辺は、漁協の方と日にちを話し合いを

いたしまして、そういうふうな形でできるだけ実施できるように進めてまいりたいと考

えてございます。 

  以上でございます。 

（産業課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    それでは、私のほうからは、７８ページの１９節の負

担金補助及び交付金の中の基幹農道整備事業山畑２期地区についてでございます。一部

難航していた用地のほうも、平成２０年度に解決しております。現在、山畑農免事業は、

全体事業２,０８０メートルのうち１,６００メートルにつきましては、供用開始をして

おります。残されているところは、橋梁間の１号橋１８５メートル、それから２号橋の

１３７メートルとつなぎの道路部分ですが、１５８メートルが残されております。全体

で４８０メートルが未整備となっておりますが、国や県の予算の都合もあるかと思いま

すが、順次整備を実施していただけるものと思っております。 

  以上でございます。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    産業課長、増谷君。 

○産業課長（増谷守哉君）    済みません、先ほど、後ほどということで、その分に

ついて答弁させていただきます。 

  ７６ページの役務費の浄化槽の清掃手数料９万５,０００円の値が上がっているとい

うことでございます。これにつきましては、津川にございます産品加工場がございます。

ここの浄化槽が隔年に清掃実施しているということで、２２年度がその該当年度という

ことで、この分計上させていただいております。２１年度については、その分が計上し

ていなかったということで、来年度増額という形になってございます。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男君）    ７番、西口 優君。 

○７番（西口 優君）    今、産品加工場が隔年でいけるという、これはええことや

なと非常に思うんやで。だけど、こういう部分が町内かなりの施設があるという中で、

こういう隔年でいけるようなところがもっとありそうなもの、そんな気がするんやけど、
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そういうわけにはいかんもんかな。法的なことは、私、全く存じ上げておりませんが。 

  それと、引き下げ努力、単純に考えて、限られた業者の中で、引き下げ努力という部

分がちょっとわかりにくい。できることなら安いに越したことはない。適正な利潤とい

うのは、それは当然必要はわかりますが、限られた業種の中で、入札が行われているわ

けでもなし、引き下げ努力という部分がわかりやすい形で、こっちの議員のほうにも伝

わってくればもっといいかなと思うんやけど、引き下げ努力ということは、どのように

考えておりますか。 

○議長（美野勝男君）    産業課長、増谷君。 

○産業課長（増谷守哉君）    西口議員の再質疑にお答えさせていただきたいと思い

ます。 

  浄化槽の管理について、産業課の津川の施設につきましては、２年に１回ということ

で実施してございます。以前、生石山のトイレにつきましても冬場使用頻度がなかった

ということで、これについても２年に１回よりややちょっと、３年に２回程度の使用料

ということで、業者の方に中の状況を見ていただきまして、やっぱり汚泥とかそういう

量というものは、使用頻度によってかなり変わってくるということで、その辺の年数と

いうのは、そういう形で話し合いをしまして決定しているところです。他の施設につい

ても、年に１回必要であるということで実施されていると考えていますので、その辺に

ついては、ちょっと私どもは、関係外ということでございますので、どうか、御理解い

ただきたいと思います。 

  見積もりの金額につきましても、これにつきましては、業者さんが限定されていると

いう中で、見積もりということで上げていただいての事業の委託ということでなってい

るかと思います。こういうことで御理解いただきたいと思います。 

○議長（美野勝男君）    ７番、西口 優君。 

○７番（西口 優君）    ２年に１回とか、３年に２回とかというこういうことは、

大いにいいことやなと私は思うんですよ。だから、それをもっと全町に普及すれば、も

う少し安くなる方法があるんじゃないかと尋ねて、ただ単に、もう漠然と随契みたいな

形でなくて、利用頻度の高い箇所は、それは１年よりももっと短い期間でせんなんかも

わからんし、それこそ２年に１回、３年に１回でいけるかもわからん。それこそ、それ

を町内のそういう施設を、全部見直せば、もっと有効な予算の利用ができるんでないか

と、こういうふうに思うので、そういうことをぜひとも考えるべきでないかと、こうい
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うふうに思うんやけど、その点についての答弁だけ欲しいと思います。 

○議長（美野勝男君）    副町長、小川君。 

○副町長（小川裕康君）    西口議員の質疑にお答えいたします。 

  議員おっしゃるとおりでございます。引き下げ努力ということで、町内の公共施設、

今、産業関係の施設の答弁、課長が申し上げましたが、学校施設であるとか、いろんな

公共施設につきましては、清掃手数料の件につきましては、その使用頻度を確認しなが

ら、できるだけ見直すという形でやっておりますし、さらにもっともっと細かくしてい

きたなと思っております。ただ、それにつきましては、何年が妥当かというあたりもあ

りますので、その点も十分研究、検討してやっております。その点、御理解いただきた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、伊都堅仁君。 

（８番 伊都堅仁君 登壇） 

○８番（伊都堅仁君）    何点か質疑します。 

  ８１ページの林業総務費の地域おこし協力隊員ですが、さっき１名というふうに聞い

たんですが、どのぐらいの期間、どういう人がこれをやられるのかというのをお伺いし

たいと思います。 

  もう一つ、美しい森林づくり基盤整備委託事業ですけれども、どこにどういう形で委

託するのかというのを伺いたいと思います。 

  もう一つ、森林整備地域活動支援交付金ですけど、これはどういうものなのかという

ことをお伺いします。 

  観光費の中で、県立自然公園ツアーガイド事業委託料、これ、ツアーガイドは何人で、

この事業というのは、ずっと継続でやられるのかどうかというのをお伺いしたいと思い

ます。 

  以上です。 

（８番  伊都堅仁君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１０時３５分） 



－３０４－ 

―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５０分） 

○議長（美野勝男君）    産業課長、増谷君。 

（産業課長 増谷守哉君 登壇） 

○産業課長（増谷守哉君）    それでは、伊都議員の質疑にお答えさせていただきた

いと思います。 

  まず、地域おこし協力隊、８１ページの分でございます。これは、どういう人が来る

かということでございますが、これにつきましては、町がある都会の住民の方１名を委

嘱して、そしていろいろな事業を行ってもらうというものでございます。これにつきま

しては、募集は、総務省のホームページ、または紀美野町の広報・ホームページ等を通

じまして、地域おこし協力隊員の募集という形で行いたいと思います。これにつきまし

ては、町内の方ではなくて、都会の方ということでございますので、ホームページ等に

よって広く募集をかけていきたいなと考えてございます。応募いただいた方をまた面接

等で町のほうで１名採用していただくといういう形になります。 

  次、美しい森づくり基盤整備事業委託料でございます。これにつきましては、地球温

暖化防止を初めとする森林の多面的な機能の維持増進に資する森林整備の確保を目的と

して行う間伐事業についての事業でございます。来年度につきましては、３０ヘクター

ル、旧野上町管内で実施を予定してございます。 

  次、森林整備地域活動支援交付金５４５万円、８２ページでございます。これにつき

ましては、森林の持っている機能を発揮するために、森林内の軽微な歩道の整備、境界

の確認、森林情報の調査の収集やまた施行実施区域の明確化作業、歩道の整備を行うも

のでございます。大きく分けまして二つの事業となってございます。森林情報の収集活

動ということで、３０ヘクタールを実施します。また、施行実施区域の明確化作業とい

うことで、これにつきましては、所有者とか区域内の仮払いとか面積・位置の調査とい

うことで、１,０００ヘクタールを予定してございます。以上の事業でございます。 

  次に県立自然公園ツアーガイド事業委託料、８７ページの分でございます。これにつ

きましては、ふるさと雇用の事業を交付金を活用いたしまして実施する事業です。生石

山の観光に来ていただく方を案内する方、そしてまたいろいろ野草とかそういうことの
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調査等をしていただく方ということで、失業者の方を１名雇用させていただくというこ

とでございます。これにつきましては、生石山大草原保存会のほうで事業を実施してい

ただくということで、委託料２３１万円を計上させていただいてございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（産業課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１０時５４分） 

―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５６分） 

  ８番、伊都堅仁君。 

○８番（伊都堅仁君）    地域おこし協力隊員の件、都会の人をということですけど

も、この業務自体がどういう活動をされるのかということがちょっとわかりにくいんで

すけども、そのことについてお伺いします。 

  それと、美しい森林づくり整備事業とか、委託料とか、森林整備地域活動支援交付金

というような予算がついているんですけども、今、森林って、林業については、林業で

食べていくというのは、非常に難しいというか、要するに経済的に成り立ちにくい業種

ですわね。と言って、将来的な面から見ると、環境保全については、もちろん大切な財

産とも言えるようなところもあります。その中で、こういうふうな事業がどのぐらい継

続してやっていけるかということが重要だと思うんですけども、ここらあたりのことを

どういうふうな形になっているのかということについて、お伺いしたいと思います。 

  その２点お伺いします。 

○議長（美野勝男君）    産業課長、増谷君。 

○産業課長（増谷守哉君）    伊都議員の再質疑にお答えさせていただきたいと思い

ます。 

  地域おこし協力隊の来ていただいてどういう事業をやっていただくかということでご

ざいます。これにつきましては、紀美野町では、従来より定住に係る事業を実施してご

ざいます。できるだけ多くの方に紀美野町へ移り住んでいただいて、人口の減少を止め、
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そしてまた地域の活性化を進めていこうという大きな事業取り組んでございます。その

事業の手伝いという内容で、定住で来ていただいた方に農業やそういうほかの紀美野町

の体験をしていただくという施設、場所づくりにお手伝いしていただきたい。それとま

た住民の方が定住していただいて、周辺の方がその定住の方をサポートしていくという

体制づくりについても、お手伝いいただきたいというふうな事業を、今のところ考えて

ございます。 

  それと、森林のいろいろ事業、今までずっとやっているんですが、まず、いろいろな

事業につきましては、大体５年程度の期間、実施期間というのを設けて実施してござい

ます。大方、県の補助また国の補助をいただいて、１００パーセント事業という形で実

施してございます。国としても、森林の材としての使用、利用ということもありますが、

今、議員言われましたとおり、自然の環境また水の確保というふうな形の目的で森林を

整備していこうという流れが非常に強くなってきてございます。今まで、経過を見てみ

ますと、５年が切れれば、また新しい事業を実施していくと、つくっていただいている

状況にございますので、これからも紀美野町の森林を整備していく事業は、ずっと継続

して続いていくのではないかと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  １０番、前村 勲君。 

（１０番 前村 勲君 登壇） 

○１０番（前村 勲君）    それでは、１点だけお伺いいたします。 

  ７６ページの耕作放棄地対策事業委託料２４０万ってあるんですけれども、その委託

先と事業内容についてちょっとお伺いしたいと思います。 

（１０番 前村 勲君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    産業課長、増谷君。 

（産業課長 増谷守哉君 登壇） 

○産業課長（増谷守哉君）    前村議員の耕作放棄地対策事業の委託についての御質

疑でございます。 

  これにつきましては、委託先を紀美野町シルバー人材センターのほうへ委託させてい

ただきたいと思います。紀美野町の中に、耕作放棄地というのが非常に多く見受けられ

ます。その中で、特に国道沿い、サンリゾートの農地につきましては、観光で来ていた
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だいたとか、紀美野町に寄ったときに、大変荒れているという形が目に余るということ

が、私どもにとっては非常に危惧するところでございます。この事業活用いたしまして、

できるだけ観光客、住民周辺の農地の区域で、荒れている農地を整備していくというこ

とで考えてございます。できれば、全体というか、できるだけ広くということであるん

ですが、山の上のほう、特に緊急性を必要としない区域については、ちょっとこの事業

では、とても実施というのは非常に難しいかなと考えてございます。そういうことで、

シルバー人材センターのほうへ委託しまして、周辺に身近な集落に近いところ、また道

路に近いところの農地の耕作を、草を刈っていくということで予定してございます。 

  以上でございます。 

（産業課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    １０番、前村 勲君。 

○１０番（前村 勲君）    一応そういうことで、できれば私以前より遊休農地のこ

とについても、一生懸命で関心がございまして、こういうところにこういう事業をやっ

ていただいたらええんかなと思うんですけど、ただ、一応対策として、現在、放棄地に

対して、農作物つくったり、またやっていくんかどうか、また、これが単年度じゃなく

て、また継続して来年度もやるんかどうか、それによって、そういった遊休地が少しで

もなくなるようになっていったらえんかなと、私は思うんですけども、その点だけ、も

う一点だけお伺いしたいと思います。 

○議長（美野勝男君）    産業課長、増谷君。 

○産業課長（増谷守哉君）    前村議員の再質疑に答えさせていただきたいと思いま

す。 

  この事業につきましては、２２年・２３年とあと２年間実施してまいりたいと考えて

ございます。これを実施することによって、農家の方がそこにまた新しく農作物をつく

っていただくということが、非常に念願するところでございますが、なかなか高齢化、

後継者不足ということで、非常に難しいために、また逆に言えば、耕作放棄地になって

いるんかなということでございます。農業の関係で、また新しく他人のというのですか、

第三者の農地を借りて耕作すれば、また補助金等もある事業もございますので、その辺

も皆さん知っていただきながら、できれば耕作をやっていってもらえるように、推進し

てまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 
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○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  １５番、美濃良和君。 

（１５番 美濃良和君 登壇） 

○１５番（美濃良和君）    それでは、幾つかお伺いしたいと思います。 

  一つは、先ほど前村議員の関連にもなるんですが、７６ページの耕作放棄地対策事業

委託料として２４０万円と、これは国道とかサンリゾート周辺の放棄地の草を刈るんや

ということで、前の年度にもそういう事業というのですか、話があったと思うんですけ

ども、そうなってくると、ちょうどサクラ植えたあたりをどうこうするということにな

ってくるんじゃないかというふうに思うんです。その辺との関連は、どうであるのか伺

いたいと思うんです。 

  それから、次の７７ページなんですが、町農業経営支援事業補助金の町長の公約の目

玉の一つなんですけども、これは、もしも、町外の方が町内の人に頼んで購入してくれ

と、こういう、あってはならんのですけども、そういうところの対策は何か考えておら

れるのかどうか、お伺いしときたいと思います。 

  そして、その下の農産物鳥獣害の問題ですね、３１６万円です。これがまたやっぱり

これからも大きな問題になってくると思うんですけれども、この３１６万円でそれがい

けるんかどうかということの根拠を伺っておきたいと思います。 

  そして、８０ぺージの地籍なんですけども、今年はこの額もふやして頑張っていただ

いているんですけど、今年度の２２年度の計画を伺っておきたいと思います。 

  そして、各議員が聞いていただいたので飛ばしまして、８２ページです。ここで、負

担金補助金の中の、一つはまちづくり推進協議会の補助金１５０万円、これは前年決算

の８０万円から約倍になってきているわけなんですけれども、このまちをよくしていこ

うというそういうお考えでやっていただいていると、これは非常に結構なんですけれど

も、町として考えておかなければならないのは、議会という問題なんですよ。ここにさ

えお任せすれば、そこから向こうはいいんだよということではないと思うんです。やっ

ぱり町民の金である以上、どのように使っていくのかということについても、十分に議

会という町民の公選制のその機関のところで審議をするということが必要じゃないかと

思うんです。そこのところの点ですね、先の公衆トイレの陳情じゃなくて、議会のほう

に出されましたね。その中でも、一定の補助金が出ているところもあるじゃないかとい

う点が、やっぱりこの提出者の方からも言われたんですけれども、聖域をつくってしま
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うと大変怒られるかわかりませんけれども、そういうふうなことのないように住民が十

分納得できるというそういうところの点が、まず、おかれなければならないとというふ

うに思うんです。それについてお伺いしときたいと思います。 

  それから、その下の機械化林業推進事業、これも町長の目玉政策ではないかと思うん

ですけども、これについてもお伺いしたいと思います。 

  その後の、林道維持費の中の委託料の中の里山環境保全事業委託料ですね、１７０万

円、これについてもお伺いしときたいと思います。 

  それから、皆さんも質疑されておられましたが、８４ページのこの水産業費の中の環

境保全事業委託料ですね、川がカヤやあるいはヨシなんかがはびこってきて、景観が悪

くなると、また鮎釣りもしにくくなると、こういうことは、確かにそうだと思うんです

けれども、それは、川が汚れてきている結果であって、その浄化のために非常にいいん

ですよね、そのヨシなりなんなりが出てくるのは。そこで、川に泥がたまって、河床が

上がってきて、災害等の心配があるならば、一定それ、処理もしていかなきゃなりませ

んけども、そうでなければ、この環境対策というものを考えていかなければ、取ればい

いというものではないと思うんです。刈り取って、そういうふうに、それをどうするの

か、それから、この基本的に水質が悪くなってきているというところの抜本的なところ

ですね、干害にもならんというふうに思うんです。四万十では、水洗もだめというふう

なことも聞いたりもするんですけれども、いろんな点で、環境保全、水質のよくしてい

くということについて、これだけではならんと思うんですけれども、見解をお伺いしと

きたいと思います。 

  それから、最後に８７ページの観光費に中の委託料ですね、各議員方も質疑されまし

たけれども、一生懸命頑張ってくれている生石山の関係で、施設の管理委託料の２４０

万円、それから公園の生石ススキ草原の育成の３００万円、ツアーガイドの２００万円

と、こういうふうになってきていると思うんですけれども、これですね、生石高原全体、

ＮＰＯでやっていただいておりますけども、ここのところとして考えた場合、十分であ

るんか、その辺のところの状況をお伺いしたいと思います。 

  以上です。 

（１５番 美濃良和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    産業課長、増谷君。 

（産業課長 増谷守哉君 登壇） 
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○産業課長（増谷守哉君）    それでは、美濃議員の質疑に答えさせていただきたい

と思います。 

  まず、７６ページ委託料の耕作放棄地の対策事業の委託料でございます。これにつき

ましては、サクラの、今、事業を実施しているものと同じようなところになるんではな

いかということでございます。サクラの事業と同じところの区域になるんではないかと

いうことでございます。これについては、サンリゾート周辺、また国道３７０号線沿線

ということで、現在、考えて進めてございます。サクラの木を植えている区域と同じと

ころになろうかと思います。先ほども申しましたとおり、これを事業を実施しまして、

農家の方にあとまた耕作を続けていただく、また、新しくつくっていただくという事業

が本来でございますが、なかなかそれを実施していただく方がいないということで、農

地の周辺の景観を美しくしていくということで、草刈り及びあぜの草刈り等を実施して、

あいているところにサクラを植えていっている状況のところも多くございます。そうい

うことで、事業実施してございます。 

  それと、次のページ、７７ページ農作物鳥獣害防止対策事業のこの事業だけをしてい

けば、大丈夫なのかという御質疑でございます。この防止対策事業につきましては、こ

れは県の補助をいただいている事業でございます。防護柵の設置に対する補助、それか

ら、有害獣の捕獲に対する補助をいただいて３１６万円の事業を実施してございます。

まず、この防護柵につきましては、２戸以上ということで、県の事業でございますので、

個人の方の実施する事業、一個人の方に実施する事業には補助はございません。という

ことで、複数のグループの方が同時に一つの事業として実施する分に対する補助でござ

います。このほか、町の農業経営支援事業によりましては、同じ柵の事業ですが、これ

につきましては、１名の方でも実施可能ということで、町費の事業として実施してござ

います。また、今年につきましては、２０年度の繰り越し事業ということで、２,００

０メートルに及ぶ鳥獣の防護柵事業の実施を行ってございます。来年度につきましても、

平成２１年度の繰り越し事業ということで１,０００万円の防護柵の事業費ということ

で実施してございます。ほか、このような事業をしまして、県の事業、町の事業という

ことで、複合的に展開しながらイノシシの被害というのを防除してまいりたいと考えて

ございます。 

  次に、まちづくり推進協議会の補助金の使い方について、税金を投入するんで、効果

的な理由のつく使い方をしていかなければならないという御意見でございます。全くそ
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のとおりであると思います。事業につきましては、事務局が産業課ということになって

ございます。そういう形で事業の支出等について、すべて産業課のほうを通して支払え

ということになってございますので、団体の勝手なというのですか、一度の使途という

のは、この会では、そういうことはないのではないかと考えてございます。 

  それと里山環境保全事業の委託料１７０万円でございます。これにつきましては、主

に林道、それから集落に近い里道の草刈りということで、昨年度は毛原のほうの林道の

周辺を整備させていただいてございます。また、下佐々地区・小川地区の非常に通学路

とか登山道の近くに蜂がいる木があるとか、非常に枯れて危ない木があるということで、

局部的にこの事業を活用しまして、その木を伐採させていただいてございます。 

  次に、８４ページの貴志川環境保全事業の委託料でございます。カヤ・アセを刈って、

その後、刈った草をどうするのかということでございますが、これにつきましては、刈

ったすぐ上の流域以外の農地とか、のり面とか、そういうところへ仮置きをさせていた

だいている状況です。それを集めて処理をしようとなれば、処理費等また経費的にかか

ってきてございますので、置くところの地主さんとか、そういうところへ了解をいただ

きまして置いているというのが実情でございます。いろいろアセが河川の環境を保全し

ているんではないかということでございますが、漁協の方でもこのアセがあることによ

って、いろいろ売り上げ、釣りに来ていただける人が少なくなってきているというのも

また一つの障害となってございますので、アセを刈って、できるだけ多くの鮎釣りの方

が来ていただける環境をつくるということで、まず、それを優先して進めてまいりたい

と考えてございます。 

  それと、８６ページの委託料の施設管理費とかいろいろ生石山の山の家生石のほうで

の事業の実施ということでございます。これについては、ＮＰＯ団体である生石山大草

原保存会の方ですべて委託という形で受けていただいております。保存会のほうも生石

山の自然をできるだけ守っていきたいということで、山荘の管理とか、また今度日曜日

に予定しております山焼きの事前の草刈り、ススキ刈りとかいろいろな形で生石山を愛

する人たちが集まっていろいろ事業を展開していただいております。できるだけ、その

方々の意見・意向を聞きながら、事業実施させていただいているところでございますの

で、そういうことで御理解いただきたいと思います。 

  済みません、答弁漏れです。機械化林業推進事業９００万９,０００円ということで

ございます。これにつきましては、紀州材の生産・販売プランに基づきまして、間伐に
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よる健全な森林づくりと、利用間伐材による流通促進、低コスト林業の推進を図るため

に、高性能林業重機を購入するものについて補助金が出るものでございます。この財源

につきましては、国の方の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金というものを財源と

しているようでございます。これにつきましては、紀美野町内の和海森林組合のほうで、

グラップつきバックフォー１,３８６万円の機械を購入するということで予定してござ

います。補助金につきましては、国費が４５％、県費２０％という補助をいただいて、

残りについては、森林組合で負担していただくということで、現在のところは予定して

います。 

  以上です。 

（産業課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    地籍課長、温井君。 

（地籍調査課長 温井秀行君 登壇） 

○地籍調査課長（温井秀行君）    美濃議員の質疑にお答えをさせていただきます。 

  予算書の７９ページから８０ページの地籍調査事業費の２２年度の調査の計画でござ

いますが、２２年度現地調査地区は、三尾川字小西浦、赤木全域の官民・民民調査業務

を実施をいたします。赤木全域地区は、国道３７０号線の新ルートの関係でございます。

三尾川字小西浦は町道の関係、工事はで出来上がっておりますが、県道の関係でござい

ます。調査の面積は、１.８６平方キロメートルでございます。うち、面積広大の赤木

全域地区を外注委託の発注をいたします。そして、前年度の現地調査地区の地域は、鎌

滝字下隠地と上隠地、そして三尾川字椎木谷の閲覧を実施をいたします。県知事の認

証・承認後、法務局へ登記申請の業務でございます。 

  以上、簡単でございますが、答弁とさせていただきます。 

（地籍調査課長 温井秀行君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    １５番、美濃良和君。 

○１５番（美濃良和君）    答弁をいただきまして、一つは８２ページのまちづくり

推進協議会の補助金ですけども、勝手なことをするとは、私は思ってません。基本的に

は、まちおこし、まちをどのようにしていくんかということで考えていただいていると

思います。それと合わせて、さっきの答弁の中でございました県道・林道の周辺の草刈

りですか、そういうことで、二百数十万円ありましたね。こういうふうに、やっていた

だいているんですけども、これが放棄地対策の２４０万円ですね。一般町民から見て、
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そこだけ見てどうよというふうに思われるようなことになってきては、大変困ると。や

はりさっきの一般質問でも申しましたけども、町の予算というのは、１万１,０００人

の共通の財布であるということがされてなければならんと思うんです。そこを、変にな

ってくると、いろいろと町民の間で、感情的にもよくないものも起こってくると、そこ

のところを私は申し上げているわけであります。そういう点ありますから、その辺のと

ころ十分にやってもらいたいと思うんです。 

  それと、８４ページの貴志川の問題で、鮎釣りの方々の、要するに観光対策として、

カヤ、アシですけども、それの刈っていくということであると思うんです。それがやっ

ていってもらうということは、一つの方法なんでしょうけれども、基本的に、これだけ

の問題であるんかどうか、さっきから申していますように、これはイコール水質が悪く

なっているということの証なんですよね。これを毎年毎年草刈っていくということであ

りますけども、それでおっつかない、だから、これは根こそぎ引こうと何しようと、基

本的なところでは、だめというふうになってくると思うんです。今、近年は、特に山が

荒れてきているということで、または農地もそういうふうに荒れてきている中で、一時

に水が出て、日ごろは水が少ないと。ですから、要するに、水質を悪くする、そういう

家庭排水とか、そういうものでも、水が少ないから濃度が高くなってきているという問

題もあるんですよね。そういうふうなこともあるんで、十分に、その外に出てくる水が

きれいでなければならんと思うんですけども、そういうようなことも含めて、対策をと

っていかなければ、アシが生えるから刈れというだけではならんと思うんです。 

  そういう点で、これ総合的なところで事業をしていかなきゃならんと思います。また、

鮎が最近は減ってきている中には、鵜の問題もありますけども、冷水病というわけの分

からん病気の問題ですね、これも外国から入ってきた菌であるということなんですけど

も、それと同時に、やっぱり水も汚れてきているというふうなことが影響しているかと

思うんです。そういう点で、こういう観光対策というふうに考えるならば、そこまで含

めて考えておかなきゃならんと思うんですが、その辺どうであるのか、お伺いしときた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    美濃議員の再質疑にお答えをいたします。 

  まず、８２ページのまちづくり推進協議会の補助金の使い方、これについて、十分気
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をつけて実施したらどうかというお話でございます。これにつきましては、私も提言を

させていただいております。このまちづくりにつきましては、執行部だけでまちづくり

をするんではなしに、やはり町民の盛り上がりと、そして執行部は執行部で環境整備を

進めていく、そうした２輪のごとくこれを進めていくのが、まちづくりの本当の姿であ

ろうということで提言をさせていただき、そして、一般の町民の皆さん方が入られたま

ちづくり推進協議会という中で、十分議論もされ、そして各事業を実施していただいて

おると。そして、その事務局を産業課で担当している、こうした進めで今やっておると

ころでございます。そんな中で、決して、これにあれするんではなしに、やはり十分気

をつけながら、今後ともやってまいりたいと思います。 

  それと、８４ページの水産業振興費の中のこの貴志川環境保全事業の委託料というこ

とで、議員申されますように、非常に川の管理というのは、今は難しくなっております。

と申しますのは、やはりそうした山々が荒れている、それによる川の水量が、先ほど申

されましたが、雨が降ったら一時に出る。そして、ふだんはないという中で、アシが異

常に繁殖しているというような状況で、最悪の状況であろうと思います。 

  しかし、まず、基本は、この１級河川につきましては、県管理です。従いまして、こ

れ、アシを刈る、何をすると、浚渫をするということでも、すべて県の許可が要ってく

ると、そんな中で、この貴志川、この紀美野町内の距離を申しますと、２７キロから２

８キロあります、ずっと長谷宮まである。その中のごく一部の浚渫をし、草刈りをさせ

ていただくというのが、ここで言うところの予算でございます。したがいまして、恐ら

く、皆さん方が観光に来られて、遊んでいただけるような場所、そうした周辺の草刈り、

また浚渫をさせていただいて、そして、より多くの皆さん方に楽しんでいただきたい、

また、それ以外の場所は、これはもうとてもとても手の回るような状況ではございませ

ん。それと、先ほど議員が申されておりましたが、水が減った、また河床が上がってき

た。河床が上がってきますと、水が出ますと、今度は災害に結びついてくるというふう

な悪循環を繰り返しておるような状況です。できましたら、県のほうと協議しながら、

そうしたことも、全体的な構想として取り組んでまいりたいと、そのように考えており

ますので、御理解を賜りたいと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  ３番、北道勝彦君。 
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（３番 北道勝彦君 登壇） 

○３番（北道勝彦君）    ８６ページ、「山の家 おいし」施設管理委託料２４０万

円とあります。赤字になるから委託を行ったんだと思います。人のよく通る札立しみず

レストランでも、経営を変えて営業を行っています。委託はしていないと思います。予

算が厳しいとき、有田川町で聞き、経営をやり直したらどうですか。 

（３番 北道勝彦君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    産業課長、増谷君。 

（産業課長 増谷守哉君 登壇） 

○産業課長（増谷守哉君）    北道議員の質疑に答えさせていただきたいと思います。 

  観光費、８６ページの施設管理委託料でございます。これにつきましては、生石高原

にある「山の家 おいし」の、またその周辺の管理ということで、指定管理者制度に基

づいて生石山の大草原保存会のほうに仕事をお願いしているところでございます。これ

につきましては、月２０万円の１２カ月ということで２４０万円という根拠になってご

ざいます。これにつきましては、５年前だったと思いますが、生石山の「山の家 おい

し」の経営につきましては、町のほうが管理をしてございました。町が従業員を雇用し、

それで、上の店を経営してた。そのときには、一般会計のほうから大体３５０万円の経

費が要ってございました。今回、こういう経費が係るということで、指定管理者制度に

基づいて管理を一般の方にお願いしようじゃないかということで、金額が１１０万円ほ

ど下がったと思います。２４０万円の経費で運営をしていただくということで、現在、

売り上げのほうもかなり上がってきているということでございます。また、観光客も非

常に多く増えてきているということでございます。また、その上、町としては、ツアー

ガイドとか、いろいろススキの公園周辺の環境保全していくということで、逆に言えば、

保存会をサポートしながら、事業展開しているところでございますので、御理解のほど

よろしくお願いしたいと思います。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（産業課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ３番、北道勝彦君。 

○３番（北道勝彦君）    僕は月に何遍か生石山へ行くんやけど、平日はほんまにお

客さんないんよ。そして、町が管理していた時分は、支配人みたいな人もいてたし、大

勢いてた。だから、こんなん委託しなくても、町は一遍有田川町で聞いて、経営やり直
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したら、委託料要らんと思うんやけどね。ほいで、僕は質問させてもらったのです。 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    北道議員の再質疑にお答えをいたします。 

  この生石高原の山の家の委託管理につきましては、これは、合併前から議員の皆さん

方の御了解をいただいて、そして、町の一般財源から３５０万円毎年ほりこんでいると。

それを何とか指定管理者制度の中でやっていこうということで、皆さんの御了解をいた

だき、そして、今日まで来ておるところでございます。 

  そこで、本来であれば、３５０万円程度出す中で委託をしていかなならんのですが、

それを２４０万円に抑えていただいて、そして、管理をしていただいていると。そして、

また最近の状況、これも議員さんの皆さん方は、もう御承知やと思いますが、町が管理

しておったときには、年間３万人の登山客、また行楽客しか来てませんでした。それが、

昨年１年間、これを見ますと、いろいろなイベントを開催され、そして、そうした効果

が出てきておると。そして年間８万人の皆さん方が来られておるということで、私はミ

ニ集会で、十分皆さん方に申し上げてまいりました。それだけ効果が上がっているとい

うことで、ひとつ御理解をいただきたい、このように思います。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  ３番、北道勝彦君。 

○３番（北道勝彦君）    あのね、町が経営したというかね、支配人みたいな人もい

てたしね、しみずのレストランも経営不振で、まだ、２年前からやり直して経営やって

いると思うんよ。以前からやっているという話やけども、しみずレストランでも経営う

まいことやっているようだから、一遍これ聞いてよ、そしたら、町に経営もしするとし

たらよ、委託料やらんとやっていけると、僕は思うんやけどね。一遍、有田川町で聞い

てもうてよ、そしてやっぱり経営やり直したら、これ、やっぱり厳しいときやから予算

が、だから、もっとこれうまいことやっていけるんやったら、ありがたい話やから。一

遍聞いていただいて、どういうふうにやっているかと。経営やり直せたら、やり直して

もろうた方が、住民が助かる話やから。僕はそんな思うて、質疑させてもろうたんやけ

どね。 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    北道議員の再々質疑にお答えをいたします。 

  現在、管理委託をし、順調に客の数も伸びておるという状況の中で、決して私はこれ
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が失敗しているとは考えておりません。したがいまして、やはりこれからもどんどんＮ

ＰＯ法人にイベントを開いていただいて、そして、観光客を増やしていただく、それが

一つの町全体の活気にもつながってくるんではないかと、そのように考えております。

そう考えますと、この２４０万円は決して高い金ではないと、このように考えておりま

すので、御理解を賜りたいと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、歳出第５款から第６款について、質疑を終わりま

す。 

  続いて、歳出第７款から第８款について質疑を行います。 

  １番、田代哲郎君。 

（１番 田代哲郎君 登壇） 

○１番（田代哲郎君）    ８９ページ、土木費、２項道路橋梁費の１目道路橋梁維持

費です。道路橋梁維持費を大幅に減額していますが、その理由について、今年度から減

額した理由についてお伺いいたします。 

  次いで１５節工事請負費、これは９０ページにまたがっていますけど、道路補修及び

舗装生活関連工事、これも今年度の半分以下に減額されています、その減額の理由につ

いてお伺いします。 

  以上です。 

（１番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    田代議員の８９ページの道路維持費の減額の理由です

が、２１年度予算の中で、きめ細かな交付金を活用させていただいておりますので、本

年度は少なくなっております。 

  以上です。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）    要するに、道路等の補修費なんですけども、なかなかそう
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いう、特に工事請負費の中で、町道補修及び舗装生活関連工事という、こういう小さな

工事の補修というのは、足元の小さい工事を道路舗装でもしていくということで、非常

に大事な予算ではないかと思うんです。きめ細かな交付金が減額されたんで、こっちも

補修削ったんだということですけども、やはり町の一般財源を投入してでも、単独事業

としても、こういうところの予算というのは、ある程度確保しておくべきではないかと

思うんですけども、いかがなんでしょう。 

○議長（美野勝男君）    建設課長、山本君。 

○建設課長（山本広幸君）    田代議員の再質疑にお答えします。 

  町道の維持費、町全体の維持費ですが、先ほども言わせていただいたように、２１年

度補正の中で、きめ細かな交付金で約２,０００万円と、それから新年度で１,０００万

円ということで、前年度と変わらないぐらいの予算を充てていただいておりますが、そ

の中で、整備をしていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  １５番、美濃良和君。 

（１５番、美濃良和君 登壇） 

○１５番（美濃良和君）    ９２ページなんですけれども、この住宅費が上がってお

りますけども、ここですね、あと住宅関係で条例で下佐々の一部なくしましたよね。住

宅というのは、やっぱり需要はあると思うんです。町としてその計画等は立てていくと

いうことにはならないのか、その辺お伺いしときたいと思います。 

  それから、消防関係なんですけども、難しい問題である高齢化の問題について、何と

もいかんしがたくて、前に聞けば、やめる定年制というのですか、それもなくしたと、

そういうことなんですけども、やはり町も端々になってくると、大変高齢化が進んでき

ていると思うんですけれども、その対策について、難しいと思いますけれども、この中

で、どういうふうに読み取ったらいいのか、お伺いしたいと思います。 

（１５番 美濃良和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    企画管財課長、牛居君。 

（企画管財課長 牛居秀行君 登壇） 

○企画管財課長（牛居秀行君）    ９２ページの７款土木費、３項住宅費、１目住宅

管理費の質疑で、美濃議員の質疑にお答えをいたします。 
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  住宅建設に対しての具体的な計画があるのかという意図の御質疑であったかと存じま

す。現在、紀美野町内の町営住宅につきましては、借地に建設されております老朽化し

た住宅と、それから町有地に建設されておる住宅がございます。このたび条例から削除

いたしました下佐々第２団地につきましては、町有地に建設をしておる住宅でございま

す。借地に建てております住宅につきましては、最終、用が済みますと地権者に返還す

るという方向で考えております。また、住宅を新たに建設することにつきましては、多

大な財政支出を伴い維持管理費等将来にわたりまして、多くの負担を伴うこととなりま

すので、町の財政状況、町営住宅の需要状況及び町民や地域のニーズ等慎重に検討して

いかなければならないものと考えてございます。現在、紀美野町内には、県営住宅を含

めまして、約２１０戸の公営住宅がございまして、多くの方々に御利用していただいて

おる現状でございます。現時点におきましては、具体的に何年度に何軒、建設するかと

いった計画は立ててございませんが、今後、地域の実情や、町民の皆様の要望、そして

民間の賃貸住宅の建設状況や入居状況等勘案いたしまして、検討していかなければなら

ない課題であると考えてございますので、御理解賜りますようお願いを申し上げます。 

（企画管財課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    消防団の高齢化につきましては、一般的な質問であります

ので、次に進みたいと思います。答弁は省略ということです。 

  １５番、美濃良和君。 

○１５番（美濃良和君）    住宅はそういうことでお願いしたいと思います。 

  消防に関してですけども、私はそういうところで今、非常に心配をしているわけです

けれども、一般質問ということになるんだということで言われましたけども、条例等の

改正だけで、例えば、消防の資材等でそういうふうに、軽いというんですか、高齢化し

てきた方々の中で、消火活動に行けるとか、そういうところの予算等については、やは

り考えておかなければならないんじゃないかと思いますが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（美野勝男君）    この件については、質疑からちょっと外れると思うんで。 

  消防長、七良浴君。 

○消防長（七良浴光君）    美濃議員からお尋ねのありました職員の高齢化に伴う消

防資器材のことでございます。おかげさまで平成２１年度の国の臨時対策交付金を活用

していただきまして、救急車両、それから救助工作車、消防ポンプ自動車の３台の車両

を購入していただくことになり、現在、２車両がもう納入されており、この３月２５日
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に消防ポンプ自動車も納入される予定となっております。その各車両につきましては、

議員御指摘のとおり、消防職員の高齢化というものも加味いたしまして、できる限り軽

量化・簡素化といったことに努めた車両を導入しておりますので、その点、十分な配慮

をしたつもりでございますので、御理解賜りたいと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  １２番、松尾紘紀君。 

（１２番 松尾紘紀君 登壇） 

○１２番（松尾紘紀君）    １件だけお伺いします。 

  ９１ページ、町道谷線改良工事で、２,８００万何がしの金額が上がってますが、２

１年度で１億８,０００万円という金額が上がってました。これで、谷線が２,８００万

円で完了ということですか。その辺を、詳しく進捗状況と今後についてお伺いします。 

（１２番 松尾紘紀君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    松尾議員の谷線の進捗でございます。谷線につきまし

ては、未整備部分の全体延長１,５００メートルで新設改良の予定をしておりました。

その中で、道整備交付金という事業を活用しまして、平成１８年度から改良工事を実施

して、それで平成２１年度までに本線延長１,１００メートルと、それから現道の町道

への取りつけ道路につきまして１８５メートルを完成しました。残り、未整備部分の延

長４００メートルが残っております。それにつきましては、道整備交付金事業から新し

い地域活力基盤創造交付金事業を活用させていただいて、本年度工事延長、ここにも予

算計上させていただいておりますけども、１４０メートルを実施したいと思っておりま

す。それから、平成２４年度ぐらいに完成見込みと思っております。 

  以上でございます。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、歳出第７款から第８款について質疑を終わります。 

  しばらく休憩します。 
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 休 憩 

（午前１１時５５分） 

―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時３０分） 

○議長（美野勝男君）    教育長より教職員の人事異動による教育長会出席のため、

９款終了後、しばらくの間退席する旨の申し出がありましたので、報告をします。 

  続いて、歳出第９款から最後までについて質疑を行います。 

  １番、田代哲郎君。 

（１番 田代哲郎君 登壇） 

○１番（田代哲郎君）    ９款教育費です。当初予算に占める教育費の構成比率、第

１点お伺いします。 

  それから、１０４ページ、教育総務費、教育諸費の負担金補助及び交付金です。高等

学校教育振興補助金として、美里分校３０万円、それから大成校舎支援補助金３０万円、

いずれも今年度額よりも減額されている理由についてお伺いします。 

  それから、１０６ページ、３項小学校費の教育振興費です。２０節扶助費で、要保護

及び準要保護児童生徒就学援助費用、毎年少しずつずっと年ごとに少しずつですけど、

増えてきています。就学援助の対象児童、これは教育扶助受給者とそれに準ずる程度に

生活が困窮している小・中学生ということになるんですが、このまちでも、今後増え続

ける見通しなのかどうか、お伺いします。 

  次に１１２ページ、４項の社会教育費、５目文化財保護費ですが、現在、２件の無形

文化財が町指定の文化財として指定されているというふうに聞いているんですが、その

後、保護対象になるような文化財の掘り起こしの活動があるのかどうか、その辺お伺い

します。 

  それから、１１４ページ、みさと天文台管理運営費、７目です。１３節委託料で、緊

急雇用事業の施設管理委託料というのがありますので、星の動物園整備事業委託料３８

８万５,０００円は、具体的にどんな事業を委託されるのか、その事業内容についてお

伺いします。 

  それから、１１５ページ、８目のセミナーハウス未来塾の管理運営費委託料３００万
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円が計上されてます。今、わかっている範囲で、数値とかは結構でございますので、今

の運営の状況ですか、経営状況というようなもので、セミナーハウスの状況、把握され

ている範囲で結構ですので、お伺いします。 

  それから、１１６ページ、９目文化センター管理運営費で、１３節の委託料というの

があります。文化振興事業委託料４００万円、これ毎年計上されている分で、非常にい

ろいろなコンサート等を楽しみにしているんですが、今年度は、どんな事業を、まだ予

算を置いただけというのか、どんな事業をしたいというイメージがあるのかどうか、そ

の辺のことについてお伺いします。 

  以上です。 

（１番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    総務学事課長、溝上君。 

（総務学事課長 溝上孝和君 登壇） 

○総務学事課長（溝上孝和君）    まず、田代議員の構成比率ですが、５.８％です。 

  それから、１０４ページですね、３０万円の減という大成校舎の支援ということです

が、御存知のように、海南高校になってしまいました。大成校舎の支援の３０万円並び

に高等学校教育支援振興補助金というのは、海南高校になったためにだんだん減らして

いこうという考えのもとでの支援です。これは学校からいいんじゃないかなということ

の意見を聞いております。大成高校の意見というんでしょうか、海南高校大成校舎の意

見を聞いております。 

  それから、１０６ページの扶助費です。要保護・準要保護なんですが、生徒数は減っ

ているんですが、これはことしは去年に比べて減った、２２年度減ったということで、

減らしておるわけです。今後の見通しなんですが、余り人数的には、予想されるのは変

わらないと思っております。一、二名程度の減で終わるんじゃないかなと、今のところ

予想しております。 

  それと１０５ページ、文化財ですが、今、２件ですが、今後、１件増える予定であり

ます。まだ認定を受けておりませんが、認定を受ければ、１件また増える予定になって

おります。 

  以上です。 

（総務学事課長 溝上孝和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    生涯学習課長、新田君。 
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（生涯学習課長 新田千世君 登壇） 

○生涯学習課長（新田千世君）    田代議員の質疑にお答えいたします。 

  １１４ページ、天文台の委託料、星の動物園整備委託料３８８万５,０００円という

ことなんですが、これは緊急雇用創出事業臨時特別基金補助金を活用させていただいて

おります。これは、天文台・星の動物園内に、松の木等がたくさんあるんですが、その

松枯れが進んでおりまして、以前にも整理させていただいたんですが、また発生しまし

て大変危険な状態となっております。ですから、園内全体の松の木の整理と、それから

草刈り等がそのままになっている状態がありますので、その整備に充てていきたいと思

っております。 

  それから、その次の１１５ページ、セミナーハウス未来塾の運営費の管理委託料３０

０万円ということなんですが、今現在、平成２１年度に関しましては、大変成績がよい

という中間報告をいただいております。過去に町営でやっていた当時より今の段階で、

収入といたしましては、約２倍強を報告いただいております。純利益とかということは、

最終的な数字がまだわかりませんので、何とも言えないところなんですが、現在といた

しましては、売上金が大変増えております。 

  それから、１１６ページの文化振興事業委託料４００万円の内訳なんですが、これは、

この４００万円には関係がございませんけれども、宝くじの助成事業ということで、吉

本新喜劇を計画しております。それから、自主の文化センターでの事業ということなん

ですが、ただいまいろいろ計画中でございまして、もう少したてばある程度の案が出て

くるというところです。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（生涯学習課長 新田千世君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）    １０６ページの扶助費で、全体、小・中学校合わした就学

援助費はちょっと減っているんですが、中学校で減っていて、小学校で若干ですけど、

増えているというふうに私見た限りでは理解しているんですが、それは、どういうこと

でと考えられるのか、その辺だけ。なぜかと言えば、やっぱり、今心配なのは、そうい

う児童・生徒の貧困化というんですか、親がどんどん職を失ったりしていく上でのそう

いうことが、全国的に問題になってますので、このまちにもそういうことがあるのかど

うかということが非常に心配なのでお伺いいたします。 
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  それから、文化財保護費ですが、今、２件あるのは、確か無形文化財というふうに聞

いているんですが、もう１件ふえるという。それにしては、この当町の文化財の指定さ

れている、町指定、町がこのまちにある文化的遺産、もしくは史跡、それから伝統工芸

等を文化財として指定している数は、他の町村、特に有田川町などは、非常に熱心に取

り組んでいるんですが、そういうところに比べると２件、新しい分を入れても３件とい

うのは、非常に少ないんじゃないかという理解をしてますので、その辺について、どう

なのか、どうしてそういうふうに、余り進まないのかということ、費用の点なのか、そ

の辺お伺いいたします。 

  あと、文化センターの運営事業、ひとつは、吉本新喜劇を文化センターで公演すると

いうことなんか、その点、ちょっと。新喜劇とすれば、前の幕、どんちょうみたいなも

のも必要ですし、余計なお世話かもしれませんけど、ちょっと何か、文化センターのイ

メージに合わないような気がしたんで、この点もお伺いします。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    総務学事課長、溝上君。 

○総務学事課長（溝上孝和君）    要保護の関係ですが、人数的には、今後、新小学

生の、新しく入ってくるほうの要保護関係は、しばらく３年ぐらいは、来年ちょっと増

えて、再来年あたり四、五年は同じような推移をたどるんではないかと、今の状況では

そう解釈しておりますので、御理解いただければと思っております。 

  それと、文化財関係なんですが、有田川の場合には、地元から上がってくるという要

望が多いということを聞いております。うちの町の場合には、なかなか地元から上がっ

てくる、ことし１件上がってきています。それは多分県でも認定されると思いますけど

も、そういった町民の意識の違いが大分あるんじゃないかなという感覚を、私のほうで

持っております。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    生涯学習課長、新田君。 

○生涯学習課長（新田千世君）    文化センターの自主事業ということなんですけれ

ども、これは宝くじの助成事業ということで、文化センターのほうから宝くじ協会のほ

うに申請をいたしまして、文化センターのほうで、ぜひ公演をしたいということで許可

をいただきましたので、実施する予定になっております。 

  以上です。 
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○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）    就学援助費の件に関しては、やっぱり新入生で増えて、そ

の後は同じような推移でいくだろうということですけども、やはり、若い両親の貧困化

というんですか、そういう傾向があるんではないかというふうに思います。今の就職状

況とか、いろんなのを見てたら、やっぱり若い人たちのほうが非常に厳しいという状況

でなってますんで、そういうことについては、どういうふうに見られているのかお伺い

したい。 

  それから、文化財については、町民の意識の違いであろうというふうに言われるんで

すが、やはり町民の意識を啓発していくということが必要ではないかと思います。こう

いうことというのは、やっぱり地域おこしというか、地域をよく知ってもらうというこ

と、地域の中にどんな宝物、いわゆるまちにとって宝物と言えるような文化財というの

があるんかとか、そういう点に関しては、過去には、例えば樹木等の学術推薦樹という

制度をこのまちでもとっておられると思うんです。最近、いわゆる標識板とかが破損し

た分もつくりかえておられる分もあるし、でも、やっぱり古い標識のまま、野上町と書

いたままで残っている推薦樹もあります。いずれにしても、このまちの子供たちに、こ

んないいものがあるよというようなことをやっぱり伝えていくということが、推薦樹等

は大事なんで、そういうのもやっぱり逐次点検していくべきではないかと、私自身は考

えています。 

  それから、史跡というんですか、史跡とまではいかなくても、古いこのまちの歴史を

示しているようなものに、例えば、私ところからちょっと離れたとこの田んぼのあぜ道

に、小さな石の道しるべというよりも一里塚的なものがあって、話に聞くと、それは、

昔は、町の教育委員会で、きちっとこれはどういう意味のものだというふうに、「右、

高野・鎌滝」というのはわかるんですけど、左側がどこへ行くのか読み取れない状態に

なってまして、こういうものが町内に幾つもあるだろうと思うんです。それぞれに、こ

れはこういう意味のものなので、ここはどういう道路だったんだという、昔は。いつご

ろつくられたもので、こういう意味の史跡なんだよということを、やっぱりきちっと表

示しておけば、まちの人たちも関心を持つであろうし、子供たちも通学途中等で、これ

はやっぱりそういうものなんだなという、子供たちに、このまちの地域のそういうもの

をやっぱり知らせ、伝えていくということが大事ではないかなと。それがやっぱり地域

おこしに結びついていくし、郷土愛というものになるだろうというふうに思いますので、
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そういう小さな身の回りにある史跡や伝統工芸も含めて、それから、天然記念物になる

かどうかわからなくても、そういう動植物、虫等も含んでのそういうことをやりながら、

やっぱり町民の皆さんにそういう啓発活動、文化財に対する意識の啓発というのをやっ

ていく必要があるんではないかと思いますので、その点、どう考えられるのか、お伺い

します。 

  それから、文化センターの行事で、吉本新喜劇をやるなということじゃないんで、や

っていただいたらいいんですけども、ただ、自主事業では、年に１回ぐらいは、あのホ

ールというのは、御存じのように、マイクロホンを使わないところに価値がありますの

で、そういう使い方をするのが、あのホールを一番生かす使い方なんで、マイクロホン

を一切使わないコンサートというのも、やっぱり年に１回ぐらいは、やったほうがいい

んではないかという気がします。でないと、スタインウェイのピアノとあのホールの音

響効果というのは生かされないんではないかということで、それを生かすような企画を

年に１回ぐらいはしてほしいと思うんですが、そういう点について、どうなんかをお伺

いします。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    総務学事課長、溝上君。 

○総務学事課長（溝上孝和君）    扶助費の関係ですが、年度途中でも大分出てくる

と思うんです、そういう事例は出てくると思うんで、その場合には、申請によって変更

できますので、ただ、今後の見通しについては、今の現在はわかるんですが、見通しに

ついては、ちょっとまだそういうことはようしてません。対応は順次していきたいと思

っておりますので。 

  それと、文化財の啓発等については、もう看板等も今後順次かえていきたいと思って

おりますので、ただ、予算的に許す範囲内ですけども。遺跡等についてでも、ふれあい

ハイキングとか、住民への意識・啓発については、ふれあいハイキングに行った場合に

は、ここはこういう石がありますよとか、そういったような説明をしながらやっており

ますし、副読本にも載っています。全部が全部載ってませんが、載っておりますので、

それらを小学校の生徒等に意識を植えつけるような格好の副読本として記載しておりま

す。今後、そういった意味でも、一般の住民への啓発も行っていきたいと思っておりま

すし、広報等には月毎に、古い関係の町史として載せています。今は、美里町史に載せ

ていくようなものが、順次載せていっています。旧野上のほうのは、余り最近は載せて
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ないんですけども。そういった意味では、啓発しているつもりではあります。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    生涯学習課長、新田君。 

○生涯学習課長（新田千世君）    文化センターのホールの活用方法なんですけれど

も、田代議員がおっしゃいますように、本当にスタインウェイのピアノ、それからホー

ルを生かしたイベントをやっていかなければならないと考えております。限られた予算

のもと、マイクロホンを使わない方法を何とかというお話も再三いただいているんです

が、限られた財源をもとに、文化センターの運営委員さんとも協議をしまして、今後、

またどういうイベントを行っていけばいいかということを決めていきたいと思いますの

で、御理解よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  １５番、美濃良和君。 

（１５番 美濃良和君 登壇） 

○１５番（美濃良和君）    私のほうからは、先ほどの田代議員とのやりとりで、私

聞き逃したのかもわかりませんが、１０４ページなんですけれども、そこで、大成校舎

の支援補助金が５０万円から３０万円に減額されていると。それと高等学校教育振興補

助金の３０万円というのは、答弁あったのかどうか。なければ答弁をお願いしたいと思

います。 

  それから、１０７ページなんですけれども、これには小学校の管理費等いろいろとあ

るわけなんですけれども、ここで、先の補正予算の中で、きめ細かな１億５,０００万

円も使っていろいろと修理等がされているということであったんですけれども、その中

で、１点、前教育長は、下神野小のランチルームについて、まだ非常にオープンスペー

スという形の学校なもので難しいんだという答弁がありましたけども、それについて、

今後改善、またあるいは、それについて試算等については、どうであるのかお伺いした

いと思います。 

  それから、小学校、それから中学校の、中学校は１０７ページ、小学校が１０４ペー

ジです、毛原のほうに、小・中とも、長谷毛原の小・中の学校とも、今後複式になって

いくんですよね。これについての対策、それから中学校においては、大変なのは教頭・

養護それから事務、事務は現在もないですね、ここのところについて支障が出ないよう
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に、町として何らかの対策をとらねばならないかと思うんですけども、それについて、

お伺いしたいと思います。 

  それから、１１２ページに人権教育費についてがあるんでございますけれども、県の

人権啓発センターというところにも補助金出すようになっていますけれども、同和事業、

まだやりたいようなことを言うんですよね。それについては、もう同和事業というのは

終わっていると、事業というのじゃなくて、同和についての教育ですね、事業じゃあり

ません、済みません。そういうことについて、その上の委託料にも啓発等の予算が上が

っておりますけれども、どういうような方向でされていくのか。以前、講演会がござい

まして、村田溥積講師が来られて講演をやったんですけれども、その中で、さすがに講

演の中身にはないんですけども、配った資料ですね、その中に、そういうことが書いて

ありました。もう同和は終わっているということで、ともすれば、人権イコール同和な

んだというふうに言いたいような講師もおったりするんですけども、それではおかしい

と思うんです。その辺のところを人権啓発に関するところの町の考えを伺いたいと思い

ます。 

  それから、文化センターなんですけれども、先ほどもこれについて、吉本新喜劇が来

るということであったんですが、先に、声楽等、要するにマイク施設を使わずにそうい

うような公演をやるということで、考えもあるようなんですけども、例えば、報償費で

すね、ここに文化センター管理運営費の１１５ページの報償費に、技術員の報償費とい

うのが、２万６,０００円上がっておりますけれども、少なくとも１日分、２万６,００

０円と説明でなっていると思うんです。こういうふうな予算でできるんかどうか、普通、

これ頼むと、音響だけで１０万円近い、またその照明でも同じぐらい要るんですよね。

それを２万６,０００円でやるというのを、どういうふうなことを考えておられるのか、

科目設定的に置いているのかどうか、そういうのを含めて伺いたいと思います。 

  それから、１２１ページ、公債費の状況ですね、町長も先の選挙の前の地域回られて

いるところで、繰り上げ償還をされてきたということで、公表されてこられた結果が、

このように１億５,７００万円の元金で減っているんだと、予算がですけども、返済分

の予算ですけども、減ってきていると、こういうようなことが見受けられるんですけど

も、今後の見通しですね、伺いたいと思います。 

  以上です。 

（１５番 美濃良和君 降壇） 
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○議長（美野勝男君）    総務学事課長、溝上君。 

（総務学事課長 溝上孝和君 登壇） 

○総務学事課長（溝上孝和君）    まず、１０４ページの高等学校教育振興補助金３

０万円、美里分校の分ですね。この分についても、先ほどもお話しましたように、減額

ということの中での分校の事務局とのお話し合いの中で、減らしますということの中で、

オーケーもらっております。また、要望等についても、もらっておりますので、御理解

いただきたいと思います。 

  続きまして、下神野小学校のランチルームの試算等はしております。今、ちょっと持

ってきてませんので、幾らかちょっと記憶が余りないんですけど、先ほど前にもお話し

たとおり、ランチルームは非常に高いので、クーラー等の要望があったんですが、試算

すると、非常に大きな、電力的にも不足しますし、部屋的にも区切らないと、図書室と

今、ランチルームと一緒になっておりますので、それを区切らないと意味がないという

ことの中での費用だと、とても大規模改造しないといけないということの中で、今回は

見送りました。 

  次、毛原小学校・中学校関係の問題なんですが、中学校は今年複式になる、１名の入

学者であります。人数的には減ってきますし、教職員の関係につきましても、教頭が減

りますし、養護教員も減っていきます。教頭がそれは仕方がないところでありますが、

養護教員につきましては、どうしても必要になりますので、以前にも美里の、合併前あ

ったと思うんですけども、診療所の看護師をお願いしたということもありまして、現在、

まだ決まっておりませんが、そういうつもりの方向で進んでおりまして、まだ最終的に

は結論出てませんが、そういった方向で進んでいきたいと今思っております。 

  以上です。 

（総務学事課長 溝上孝和君 降壇） 

○１５番（美濃良和君）    高等学校教育振興補助金というのは説明してくれた、ど

ういうの、美里分校のですか。 

○総務学事課長（溝上孝和君）    説明しなかったかな、そうです。よろしいですか。 

○議長（美野勝男君）    生涯学習課長、新田君。 

（生涯学習課長 新田千世君 登壇） 

○生涯学習課長（新田千世君）    美濃議員の、１１１ページの人権教育費の中で、

人権啓発とか行っている中で、同和問題については、どのように考えているのかという
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質疑だったと思います。教育委員会といたしましては、２１年度も町民、住民の意識調

査等を行いまして、その中でいろいろ見えてきた段階なんですけれども、女性問題、そ

れから子供の虐待、老人、障害者等の差別、同和としまして、その中で、ちょっと後の

ほうに見えてきておりますので、歴史上のことでもありますし、全然なくなったという

ことは、ちょっと言いがたいかなというような状況になっておりますので、各支部の活

動とか、それから、議員もお越しいただきまして、職員との講演会の研修とかというあ

たりで、いろいろと全体的な人権として考えていきたいと思っております。 

  それから、１１５ページの文化センターの報償費、技術員の報償費２万６,０００円

は、どういう使途かというお尋ねだったと思うんですけれども、多額に要るオペレータ

ーというものは、文化進行事業委託料の中で、業者のほうに委託しまして、その中で一

括で行っております。ですから、この２万６,０００円というのは、何か文化センター

の職員は専門的なことというのは、ちょっと操作しにくい部分もございますので、そう

いうような状況が発生したときに、よく知っている専門のかたを一日来ていただくこと

ができるんではないかということで、科目的に上げさせていただいております。 

（生涯学習課長 新田千世君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    総務課長、岡君。 

（総務課長 岡 省三君 登壇） 

○総務課長（岡 省三君）    私のほうから公債費の状況について答弁させていただ

きます。 

  ２１年度の公債費につきましては、１４億８,５３６万５,０００円ということで、２

２年度の公債費のほうは、１３億９,６２４万４,０００円とこういうことで、８,９１

２万１,０００円の減となっております。 

  それから、繰り上げ償還は、２１年度８,２５５万８,０００円をやっております。そ

れと、２２年度につきましては、繰り上げ償還は対象はございません。 

  ２１年度末の公債残高を申し上げますと、２１年度末で１１９億４４４万２,０００

円です。それで、２２年度末の残高は１１５億１,４５４万７,０００円と、こういうふ

うに減っていく予定になっております。 

  それから、実質公債費率について申し上げますと、実質公債費率というのは、３年間

の平均を言うておるんですが、２０年度末につきましては、１９.４％、それから２１

年につきましては、１％落ちて、１８.４％、それから２２年につきましては、１７.
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２％になるものと思われます。 

  以上、簡単ですが、答弁とさせていただきます。 

（総務課長 岡 省三君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    １５番、美濃良和君。 

○１５番（美濃良和君）    １０４ページのこの補助金なんですけども、実際、町の

ほうからこれ以上無理とかそういうふうな話になれば、受ける側もそれ以上は無理とい

うことになってくるでしょうし、そこのところは、本当に十分に聞いた上での回答であ

ったのかどうか、もう一遍確認しておきたいと思います。 

  それから、下神野小のランチルームについては試算したけども、高い額になったとい

うことで、今回は見送ったということなんですけども、試算額がどうであるのか覚えて

ないということでありますけれども、今後、何らかの形でやっていけるようなことにな

っていくのかどうか、その辺の見通しを伺いたいと思います。 

  それから、１１２ページの人権啓発の問題なんですけれども、そういういろんな差別、

人権侵害等がある中で、多少、その中にも同和という問題があったと。そのような意識

を持っている方もあるかもしれません。要は、啓発を町はやっていくわけでしょう。そ

の啓発のしていくための姿勢ですね、していく方向、それはどうであるんか、同和問題

をあえてこれから掘り起こしてやれということは、今どき時代錯誤ということになって

くると思うんです。国もそういうふうになってきてますし、もう同和事業は、もうこれ

で終わるんじゃないかということになってきている中で、本当に人権というものは、非

常に幅広いものでありますし、そういうふうな立場ですね、啓発をしていくということ

であるのか、その辺のところの姿勢を尋ねているわけです。 

  それから、文化センター、そういうことで、一応今後とも田代議員も言われてました

けども、やはり文化センターを生かしたような事業をやっていただきたいと思います。

それは、中央公民館でもそうだと思うんですけど、まあまあ考え方はいろいろあります

けども、そういう幅広い住民のニーズにこたえるような形でやってもらいたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    総務学事課長、溝上君。 

○総務学事課長（溝上孝和君）    高等学校教育支援補助金につきまして、３０万円

ですが、もちろん、もっとこれ以上維持していきたいと思っておりますので、下げるつ
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もりもありません。学校のほうでの予定、これは活動補助金ということになりますので、

それに見合った場合が出てきますので、それで上げる場合もあると思います。下げる気

は毛頭ございませんので、御理解賜りたいと思っています。 

  それから下神野小のランチルームの見通しなんですが、今、校長先生とも話ししてい

るんですけども、局部的にそのランチをするときにクーラーをつけてする場合という方

法も今検討しておるところなんで、まだはっきりしたところが言えないところがありま

すが、そういったことの意味を踏まえて検討はしております。ただ、大々的な大規模改

修は今のところ考えていませんので。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    生涯学習課長、新田君。 

○生涯学習課長（新田千世君）    人権啓発の同和啓発はどうかということなんです

が、いろいろ啓発をする段階で検討重ねながら、時代のニーズに合った啓発を行ってお

ります。 

○１５番（美濃良和君）    啓発はニーズと違うやろう。 

○生涯学習課長（新田千世君）    そうですか。 

○１５番（美濃良和君）    もう一遍、休憩してください。 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ２時１２分） 

―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１３分） 

○生涯学習課長（新田千世君）    私の申し上げ方がまずくて、御迷惑をおかけいた

しました。 

  現在は、女性問題とか子供の虐待、それから老人への虐待、障害者、それからネット

上での何と言ったらいいんでしょうかね、そういうような個人的なネットでのいじめと

言ったら、ちょっとごめんなさい、言葉がうまく出てこないんですが、そういうことが

多発しているような時代になっておりますので、そういう方向のほうに力を入れていき

たいと思っております。 
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○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから議案第３１号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

  １５番、美濃良和君。 

（１５番 美濃良和君 登壇） 

○１５番（美濃良和君）    この２日間にかけて質疑を行ってまいりまして、歳入の

町税が大変厳しくなってきているということが、この予算の中でも、当局もそういうふ

うな方向に察知されているんだな、そういうことを考えておられるんだなというのがわ

かりました。そういう中で、いろいろと、例えば、子供の医療費を小学校から中学校卒

業するまですると。これは大変県下的にもすぐれていて、他の市町村に住む住民の方々

からもうらやましがられることになっていると思います。大変すばらしいことだと思い

ます。また、産業という点で難しい中で、今回の農林水産業費を見てみまして、厳しい

中で、またいろいろとアイデアと申しますか、そういういろんな事業を取り組んできて

いられると、これは大いに評価したいと思うんです。また、学校の、今、児童が減って

くる中での対策も取られているということで、これは私たちも大いに評価しているとこ

ろであります。 

  ただ、１点だけ、非常に町長の責任ではないんですけれども、私たちの非常に気にな

るのが、国民投票対応システム構築委託料というやつですね。これは、安倍晋三首相の

ときに、憲法を変えると、そのための国民投票するための法律が通りました。それにな

らって、３年間置いておくということで、ことしのいよいよ５月以降は、いつでもでき

るというふうなことになってきている。そして、そのために、ソフトを入れなきゃなら

ないということで、これ全国で相当大きな金額が使われて、この紀美野町にも昨年度の

予算、それから今年の予算ということで、今年度は１１０万３,０００円というそうい

う金額が来ているわけであります。この憲法を変えるということは、これは私たちは、

特に公務員は憲法を遵守しなければならない、これは憲法９９条ですね、そういう立場

にならなきゃならないわけなので、ここに並んでられる職員もそうですし我々議員にも

それが課せられていると思います。 

  しかし、この憲法というのは、昭和２１年に発布されまして、よく言われるのがアメ
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リカに押しつけられたんだと、こういうふうなことをよく言われたりします。しかし、

実際はあの憲法をつくっていく中で、日本人の中にも、現在の憲法に非常に似ている、

そういうふうな憲法の案をつくられた方もいてますし、政党では共産党の案が非常に近

かったわけなんですけども、決して押しつけられたられたもんではなくて、それまでの

自民党の前身の政党、それから社会党の前身の政党がつくった案というのが、非常に昔

の明治憲法に近いもので、それでは話にならないという中で変えられてきたというのが、

案が出されたというのが、この歴史の中でもはっきりしています。その後、憲法が発布

されてから、すぐに毎日新聞がとったアンケートでも、国民の８０数パーセントがその

憲法を支持するとそういう中身でありました。 

  残念ながら、昭和２１年に発布されたものの、それから２年たって、アメリカのほう

から今度は憲法を変えよというふうな提案がされてきているわけなんですね。その中で、

言われているのが、要するに、アメリカに抵抗するような刃向かうような軍隊は持って

はけしからんけれども、アメリカに従順についていくようなそういう軍隊ならば持たせ

るべきだと、こういうふうな中身のようでありました。最近もだんだんだんだんこの憲

法が明文じゃなくて解釈改憲という形で、外国へ自衛隊が出ていくと、そういうような

方向になってきているわけであります。これが、イラク戦争のときにもアメリカに言わ

れて出ていく、そのようなことがされてきているわけなんですが、問題なのは、このた

めに予算がどんどんと使われていく。以前、ここにおられる方々は、恐らく軍事予算は

ＧＮＰ１％以内というそういうことを御記憶にあると思います。その憲法のもとにそう

いうふうに軍事予算を使わずにきたから、この国の予算を産業のために国の産業を振興

させていくために使うことができた。だから、経済的にも、日本が立ち直ってきたわけ

であります。そういうふうなことの中で、今、そのために、この憲法を変えられるとい

うことは、大変私たちの暮らし向きにも、また平和を脅かして若い人たちをそういう大

変恐ろしい目に遭わすということから考えても、させてはならない問題であると思いま

す。 

  そういうことで、予算の中で、圧倒的に私たちは支持する中身でありますけれども、

しかし、この１点で、平和だけは絶対に守っていかなきゃならない、今の憲法は絶対に

守っていかなきゃならない、そういうふうな観点からです、この国民投票対応システム

構築委託料の１１０万３,０００円、これに対して反対すると、そういう立場から平成

２２年度の紀美野町の一般会計に反対いたします。 
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○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第３１号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（起立多数） 

○議長（美野勝男君）    起立多数です。 

  したがって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第２ 議案第３２号 平成２２年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算につい 

             て 

○議長（美野勝男君）    日程第２、議案第３２号、平成２２年度紀美野町国民健康

保険事業特別会計予算について議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  １番、田代哲郎君。 

（１番 田代哲郎君 登壇） 

○１番（田代哲郎君）    国民健康保険だけですよね。 

  それでは、特別会計、紀美野町国民健康保険事業特別会計予算について質疑いたしま

す。 

  １３７ページ、歳入の第１款国民健康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険

者国民健康保険税、３節医療給付費分滞納繰越分です。医療給付費分の滞納繰越分とし

て８６３万９,０００円計上されています。平均年齢が高くて所得が低い国民健康保険

の被保険者は、不況などにより貧困化が進んでいると、やっぱりこういう全国的に言わ

れてまして、このまちだけ例外ではないと思います。お聞きしたいのは、滞納している

世帯の中に連絡が取れずに無保険となっているケース等については、把握している範囲

で結構です、一体何件程度あるのかをお答えください。 

  次に、３款国庫支出金で、１３８ページですけども、特定健康診査負担金、１節特定

健康診査等負担金の特定健康診査負担金が、減額を今年度予算よりはされていますが、

減額理由についてお答えください。 

  それから、１０款の繰入金で、これは１４１ページです。一般会計繰入金９,０００
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万円が計上されていますが、その９,０００万円のうち、職員給与費などを除く町の任

意の法定外繰り入れの純粋な額はどの程度あるのか、お答えください。それから、２節、

保険基盤安定繰入金で、保険基盤安定繰入金４,５７０万円の保険料軽減分３,８００万

円が保険基盤安定制度により低所得者に係る保険料の軽減分と、保険者支援分７７０万

円を合わせた合計額なんですが、国庫負担の国民健康保険基盤安定負担金、これは、安

定支援分の２分の１の３８５万円と、県負担の国民健康保険基盤安定負担金、基盤安定

軽減分の４分の３に充たる２,８５０万円と、支援分の４分の１の１９２万５,０００円

を合わせた３,４２７万５,０００円が原資になっているのかどうか、このあたりのこと

についてお答えください。 

  歳出で、２款保険給付費で、１４４ページ、６項、１目出産育児一時金で、１９節負

担金補助及び交付金で、国民健康保険分は、一時金の給付は今年度と同じ来年度も１５

件を見込んでいるということなんですが、その根拠というのは、今年度の実績なのかど

うか、その点についてお答えください。 

（１番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    税務課長、山本君。 

（税務課長 山本倉造君 登壇） 

○税務課長（山本倉造君）    田代議員の質疑にお答えします。 

  国保の一般の医療給付費分滞納繰越分の中で、連絡のつかないのは何件いるかという

話なんですが、正確には、ちょっと覚えてはないんですが、数件、数人はいらっしゃい

ます。転出したというか、実際町内にいないのが明らかにわかっている人というのは、

数人います。 

（税務課長 山本倉造君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    住民課長、中尾君。 

（住民課長 中尾隆司君 登壇） 

○住民課長（中尾隆司君）    私のほうから、１３８ページです。特定健診の負担金

の関係でございます。減額ということで、これにつきましては、今後、毎年目標を設定

してやっているんですけど、２２年度につきましては、目標を４０％ということで、特

定健診と人間ドック含めて約１,０００名、目標として４０％、約１,０００人を目標に

しております。ということで、被保険者の減が、この９１万円予算の減ということにな

ってきますので、御理解いただきたいと思います。 



－３３７－ 

  それと、１４１ページの一般会計繰入金のうちの９,０００万円でございます。この

分につきまして、純粋な町からの持ち出しというんですか、それにつきましては、事務

費とかその他、安定化支援その他含めまして、約６,７００万円ぐらいの部分になるか

と思います。 

  それと、基盤安定の分の繰り入れでございます。この部分につきましては、詳細な部

分というのは、わからないんですけれども、軽減分の３,８００万円と支援分の７７０

万円ということで、率については、議員が示したとおりで、それ以上は詳細については、

ちょっと勉強不足でございますので、よろしくお願いします。 

  １４３ページの療養給付につきましては、前年の給付費に比べて少し伸びるかという

ことで、これにつきましては、正確な試算というんですか、部分はわからないんですけ

れども、前年との動向というのですか、状況を見ながら、少しの伸びを見ているという

ことで、御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

（住民課長 中尾隆司君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）    無保険になっている部分で、町外へ転出してしまっている

ことがはっきりしているということで、数人程度おられるという、ただ、もう完全に住

民票も町外へ移っているということなのかどうか、その点についても、ほかの自治体の

住民になっておられるんやと理解していいのかどうか、まだ町内に住所が残ってて、町

外へ、どこかへ行ってしまって行方不明になっているということなんか、その辺のこと

についてお答えください。 

  一般財源からの繰入金ですけども、事務費と安定化支援分を含めて６,７００万円程

度がいわゆる任意の繰り入れになっていると。事務の繰り入れと安定化支援分というの

は、交付税等で措置されるというふうに理解しているんですが、その点について、どう

なのか答えてください。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    税務課長、山本君。 

○税務課長（山本倉造君）    住民票を置いたまま出ていっている人、連絡がつかな

くなっている人というのも数人いらっしゃいますので、この人につきましては、早い時

期に住民票の職権消除等行いまして、被保険者から外していきたいと考えています。 
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  以上です。 

○議長（美野勝男君）    住民課長、中尾君。 

○住民課長（中尾隆司君）    地担分、先ほどの部分ですけども、繰り入れの関係で

すけれども、地担分とその他ということで合わせて６,７００万円ということでの御理

解お願いしたいと思います。 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）    いわゆる無保険になっている人たちの住所、出ていったり

して、住所を移している人については町は責任はないと思うんですけども、まだ住所が

あって出ていって、どうなっているかわからないと、それを追跡するというのは、非常

に難しいことだと思うんですけども、無保険になっている人が、本人はもう大変やと思

うし、どこも病気になっても診てもらうこともできない状態なんで、心配するのは、そ

の点について、中学生までの子供等が世帯の中にあるかどうかという把握等は難しいの

かどうか、その辺についてもお答え願えればと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    税務課長、山本君。 

○税務課長（山本倉造君）    私の把握している限り、単独の世帯の方で、全く連絡

する方法としては郵送しかないんですが、郵送する場所も住民票のところしかないので、

全く連絡がつかないという状況にあります。保険証なしで何年かたっているということ

なんで、どこかの会社の保険証に入っているのか、そこら辺は、ちょっとつかみきれな

いところがあります。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから、議案第３２号に対して討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 
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  これから議案第３２号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３２号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第３ 議案第３３号 平成２２年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算 

             について 

○議長（美野勝男君）    日程第３、議案第３３号、平成２２年度紀美野町国民健康

保険診療所事業特別会計予算について議題とします。 

  これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから、議案第３３号に対して討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第３３号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３３号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第４ 議案第３４号 平成２２年度紀美野町老人保健事業特別会計予算について 

○議長（美野勝男君）    日程第４、議案第３４号、平成２２年度紀美野町老人保健

事業特別会計予算について議題とします。 

  これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから、議案第３４号に対し討論を行います。 
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  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第３４号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３４号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第５ 議案第３５号 平成２２年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算について 

○議長（美野勝男君）    日程第５、議案第３５号、平成２２年度紀美野町後期高齢

者医療特別会計予算について議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  １番、田代哲郎君。 

（１番 田代哲郎君 登壇） 

○１番（田代哲郎君）    ２点だけ質疑します。 

  １７７ページ、１款保険料、後期高齢者医療保険料、１目後期高齢者医療保険料で、

現年度分１７７ページです。直近のこの町の被保険者数の推移はどうなっているのか、

お伺いしたいと思います。 

  それから、歳出分で、これ１８０ページ、後期高齢者医療広域連合納付金で、１項後

期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医療広域連合納付金で、１９節負担金補

助及び交付金で、後期高齢者広域連合納付金３億３,１３４万６,０００円で、保険基盤

安定制度負担金が今年度より若干減額されている理由についてお答えください。 

  以上です。 

（１番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    税務課長、山本君。 

（税務課長 山本倉造君 登壇） 

○税務課長（山本倉造君）    田代議員の質疑にお答えします。 

  被保険者の賦課の人数でございますが、２月末で２,４７４人でございます。 
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（税務課長 山本倉造君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ２時４０分） 

―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時４２分） 

○議長（美野勝男君）    住民課長、中尾君。 

（住民課長 中尾隆司君 登壇） 

○住民課長（中尾隆司君）    議員御指摘の分でございます。この分の保険基盤安定

制度負担金の４,９４８万１,０００円、前年より５００万円ほど下がっているんですけ

ど、この部分につきましては、前年度の調整というのですか、給付の関係等々の中で調

整されたもので減額されたものと思いますので、御理解いただきたいと思います。 

（住民課長 中尾隆司君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）    後期高齢者医療被保険者の現年度分で、２,４７４人とい

うことで、これは推移としては、減っているということはないと思うんですけど、単純

にどの程度ということまではないんですけども、やっぱり増えているのでしょうか、そ

の点。 

○議長（美野勝男君）    税務課長、山本君。 

○税務課長（山本倉造君）    お答えしていいのかどうかわかりませんが、うちが把

握している２１年５月の状況で２,４５７人、３月で２,４７２人ですので、十数人の増

ということです。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  １５番、美濃良和君。 

（１５番 美濃良和君 登壇） 

○１５番（美濃良和君）    この歳入の１７７ページなんですけれども、この８１５

万円の増になってきておりますが、これの今後、これがさらに上がっていくとか、そう

いうようなことについてはどうであるのか。今、７５歳、後期高齢者ですけども、前期
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まで順次また年齢を下げていこうというふうな動きもあるようなんですけれども、大変、

そういう点で、負担というものは、今後、町民はどれだけというのですか、今後もさら

に増えていくということになってくるのか、その辺のところを伺っておきたいと思いま

す。 

（１５番 美濃良和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    税務課長、山本君。 

（税務課長 山本倉造君 登壇） 

○税務課長（山本倉造君）    美濃議員の質疑にお答えしたいと思います。 

  後期医療保険料は、２年に１度改正されるということになってまして、来年度２２年

度は改正の年になっています。医療費から積算した数字では、保険料は、昨年の秋ぐら

いは上がるという方向で数字を示されていまして、それに基づきまして予算は組んでい

るんですが、ことしの２月になりまして、基金の取り崩しとか、いろんな補助金を入れ

て、なるべく上がらないようにという方向で決定されまして、保険料率そのものは２１

年度に比べて若干下がることになりました。それで、この予算は４月以降補正されるこ

とになると考えています。 

  そして、もう一つ、今後につきましては、制度そのものも含めて見直しを図るという

ことを聞いていますので、その中で検討されていくものと考えています。 

  以上です。 

（税務課長 山本倉造君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから、議案第３５号に対して討論を行います。 

  反対討論を行います。 

  １番、田代哲郎君。 

（１番 田代哲郎君 登壇） 

○１番（田代哲郎君）    この後期高齢者医療保険制度は、政権が変わったらすぐに

廃止するということで、もうとっくに廃止されているはずのものなんですが、政権が変

わっても一向に廃止の方向に向かわないばかりか、今、いろいろ聞こえてくるのは、取

りざたされているのは、６５歳以上を国民健康保険の別枠で国民健康保険に入れて、国
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民健康保険が全部各県単位で広域化して、そこへ入れて強制加入をさせるというような

案も出て、そのうちどんな案が採用されるかわかりませんけども、当初の現政権の公約

した方向からは非常に外れた方向へ、期待できない状況になっています。 

  当初、この制度ができたときから、我が党はずっとこの制度の廃止を求めてまして、

元の老人保健制度に戻すように、つまり各保険者が拠出した拠出金で、市町村が基金を

つくって、そこから市町村の責任で給付していくというやり方にもって元に戻すように

という主張を行ってきました。今のところ実現はしてませんが、今後もそういう方向で

求め続けていくことになりますので、この予算の組み方がどうこうという問題ではあり

ません。町にも何の責任もないことですけども、制度の廃止を求めている立場である以

上、この当初予算には賛成することはできませんので、反対をいたします。 

  以上です。 

（１番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

  ９番、仲尾元雄君。 

（９番 仲尾元雄君 登壇） 

○９番（仲尾元雄君）    これはね、国の制度であるので、あと何年かわかりません

けども、一応ここに加入している以上、賛成せな仕方ない、事情やむを得ないというこ

とで、賛成であります。 

（９番 仲尾元雄君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第３５号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立多数） 

○議長（美野勝男君）    起立多数です。 

  したがって、議案第３５号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第６ 議案第３６号 平成２２年度紀美野町介護保険事業特別会計予算について 

○議長（美野勝男君）    日程第６、議案第３６号、平成２２年度紀美野町介護保険
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事業特別会計予算について議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  １番、田代哲郎君。 

（１番 田代哲郎君 登壇） 

○１番（田代哲郎君）    歳入で１９０ページで、介護保険料、介護保険料で、第１

号被保険者保険料、１節現年度分、特別徴収保険料２億８９２万４,０００円、ここで、

資料説明を見ていただいたらわかるんですが、第２段階被保険者が、保険料圧倒的に多

くて１,１５７人というふうに書かれています。この意味するところ、第２段階という

のは、いわゆる第１段階というのは、生活保護等で、その次に非課税世帯になる第２段

階の被保険者が非常に多いということの意味するところは、どういうことなのか、その

辺についてお答え願いたいと思います。 

  歳出、１９６ページの第１款総務費、介護認定審査会費で、認定調査等費、調査員の

賃金が２８８万円計上されています。これ確か前にも同僚の美濃議員が質問したことあ

ると思うんですが、要介護認定の訪問調査を担当している調査員は何人で担当している

のか、お答えください。 

  第２款、１９８ページの介護サービス等諸費で、施設介護サービス給付費です。１９

節負担金補助及び交付金で、施設介護サービス給付費５億８,１００万円が計上されて

います。もし答えることができるんであれば、今年度の新しい入所者の推移ですね、ど

の程度で、この町にある介護保険施設は、ほとんど満杯の状態なので、多分、町外とか

への入所とかかなり多いと思いますが、大体の大ざっぱな数で結構です。特養・老健等

への入所はどの程度ふえているのか、お伺いします。 

  以上です。 

（１番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    税務課長、山本君。 

（税務課長 山本倉造君 登壇） 

○税務課長（山本倉造君）    田代議員の質疑にお答えしたいと思います。 

  第２段階の被保険者数が多い、２８.６９％を占めてます。第２段階と申しますのは、

世帯非課税・本人非課税で年金収入が８０万円未満の方ということになります。年金が

８０万円未満の収入ということになりますと、国民年金をもらっている老人夫婦２人と

かいう場合は、すべてここに当たると思いますので、そういう方が多いということを現
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実的に示していることだと考えています。 

  以上です。 

（税務課長 山本倉造君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    保健福祉課長、井上君。 

（保健福祉課長 井上 章君 登壇） 

○保健福祉課長（井上 章君）    田代議員のまず１９６ページ、認定調査の賃金で

ございます。これは１名現在お願いしておって、再度１名をお願いをするものでござい

ます。それから、調査員につきましては各保健師等も調査もやっておるところでござい

ます。 

  それから、１９８ページの施設介護サービス費の人数の推移でございます。平成２１

年度で１８６人、それから２２年度では１９８人ということで、１３名の増加となって

おります。 

  以上でございます。 

（保健福祉課長 井上 章君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    １番、田代哲郎君。 

○１番（田代哲郎君）    世帯非課税もしくは世帯に非課税の人が含む第２段階の被

保険者、保険料が３万３００円ということに現行ではなるんですが、これを１２カ月で

割ると２,５００円程度、いわゆる７万程度の保険料から２,５００円を天引されている

という、いわゆる六、七万ぐらいの年金から２,５００円を天引されているという状況

だと思うんです。非常に、いわゆるここから見えるのは、高齢者の貧困化というんです

か、それが進んでいるということだと思うんですけど、そういう状況で保険料も引き上

げていっても大した、いわゆる効果があるのかどうかということも非常に疑問に思いま

す。その辺のことについて、どうなのかをお答えください。 

  認定調査員増やしながらいっているということですけど、専任で認定調査に当たると

いうことを行っているのか、ほかの業務との兼務で雇用しているということなのか、特

に臨時採用の方については、どういうふうにされているのか、その辺をお答えください。 

  それから、施設介護サービス員の伸びというのは、入所者がやっぱり１３名ほど年間

増えたということで、町内の施設というのは、ほとんど満杯の状態なんで、恐らく町外

へ行かれるということなんだと思いますが、今後の見通しについて、まだ伸び続けると

いうことなんか、その辺をどうか、要介護度の推移とかも全体とかの推移とかも見なが
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ら考えて、その辺をどう考えておられるのか、お答えください。 

○議長（美野勝男君）    税務課長、山本君。 

○税務課長（山本倉造君）    保険料を上げるとか下げるとかいう話は、法律に基づ

いて自動的に計算されるという形になっています。総支出を見込みまして、１割の自己

負担を除いた半分を１号と２号の被保険者で負担するということになっています。２１

から２３年度につきましては、１号被保険者で２割、２号被保険者で３割を負担すると

いうことになりますので、町内の１号被保険者で負担していただく額というのは、見込

みにおいても自動的に決まってくるということになっています。それに基づいて計算し

て、上がる場合は上がるし、下がる場合は下がるということになっていくものと考えて

います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    保健福祉課長、井上君。 

（保健福祉課長 井上 章君 登壇） 

○保健福祉課長（井上 章君）    田代議員の再質疑にお答えします。 

  認定調査員の賃金のほうは専任でやっております。正規の職員の保健師等は当然兼務

という形でございます。 

  それから施設サービスの今後の動向でございます。どうしても、近いところに特養等

建ちますと、当然入所者も出てきて伸びていくという状況がございます。そういう状況

と、それから現在、建つという情報は聞いておりません。 

  要介護度の重症化ということは、年々そういう重くなってきて、やはり在宅生活が厳

しいという状況も生まれてきております。そんな中で、どうしても施設重視というのが、

紀美野町のどうもこういう動向がございますが、できるだけ、いろんな在宅サービスを

お願いしながら、やはり自分の家でやはりずっといてたいというのが、皆さん方の願い

でもございますので、そういうようなサービスに努めたいと、かように考えているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

（保健福祉課長 井上 章君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 
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  これから、議案第３６号に対して討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第３６号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３６号は原案のとおり可決されました。 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ３時０１分） 

―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１６分） 

◎日程第７ 議案第３７号 平成２２年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計 

             予算について 

○議長（美野勝男君）    日程第７、議案第３７号、平成２２年度紀美野町のかみふ

れあい公園運営事業特別会計予算について議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  ２番、小椋孝一君。 

（２番 小椋孝一君 登壇） 

○２番（小椋孝一君）    １点、お伺いしたいと思います。 

  この諸収入の中で、２１４ページの施設管理受託事業収入が、県営の施設受託事業収

入が前年度よりか９５０万９,０００円、減額になっております。それの、何でこんな

になったのかということと、この予算の説明資料の中で、１４３ページの賃金、特別賃

金３名、６３万円、割増し賃金３名で４４万４,０００円ということになっております
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けども、これをどういう理解をしたらいいのか、お伺いします。 

（２番 小椋孝一君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    産業課長、増谷君。 

（産業課長 増谷守哉君 登壇） 

○産業課長（増谷守哉君）    それでは、小椋議員の質疑に答えさせていただきたい

と思います。 

  ふれあい公園のページ数２１４ページの受託事業収入でございます。施設管理受託事

業収入９万５,０００円、昨年度が９６０万４,０００円となっております。９５０万９,

０００円の減額となってございます。これにつきましては、ふれあい公園の隣の県の施

設であります動物愛護センター並びに鳥獣保護センターというのがございます。この施

設の清掃管理につきましては、町のほうで地元の住民の方の雇用の場をつくるというこ

とを目的といたしまして、平成１２年、当施設がオープンして以来ずっと県のほうから

随意契約をしていただきまして、９５０万円程度になるかと思うんですが、業務を受注

してございました。これにつきましては、もう１０年経過したということもありまして、

県がこれを随意契約をしないで、来年以降は入札で業者を決めて業務委託をやっていた

だくということに決まってございます。そういうことで、町のほうで、この業務を受託

しないということで、この金額の減額となるものでございます。 

  それと、説明資料の中の臨時雇用の従業員の特別手当でございます。ふれあい公園の

中に、パークゴルフ場がございまして、夏時間につきましては、朝８時から終わりが午

後７時までということで、時間延長の営業をしてございます。この時間オーバーという

のですか、超勤というのが生じてきます。この分に対しまして、特別手当という形で従

業員の方にお支払いしているというものでございます。割り増し賃金と申しますのは、

今言った分でございます。 

  特別賃金といいますのは、年末のボーナスという形で１００％の支出ということで、

この支払う方については、月額の臨時雇用している方３名に対して、特別賞与という形

でお支払いさせていただいているものでございます。 

  以上です。 

（産業課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ２番、小椋孝一君。 

○２番（小椋孝一君）    １０年間受注しておったのに、急遽入札方式をとられたと
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いうことでありますけども、前町長の黒西町長がふれあい公園ということでつくって、

雇用の対策ということで、和歌山県ができないやつを紀美野町にもってきたという経過

があります。そのときの助役として、寺本町長がおられて御存じでしょうけども、条件

という条件の中では、やはり事前に入札方式をとるということはわかっておったと思う

んです。やはり、これはやっぱり経過等を事前に県との折衝の中で、随意契約じゃなく

て、やっぱり一つのふれあい公園プラス動物愛護センターの一環事業としてうちがやっ

ているということを申し入れるべきではなかったのかということと、それと、これが減

ることによって、従業員もやっぱり減らざるをえないということになっていると思うん

ですけども、そこらどういう対処をされたのか、お答え願いたいと思います。 

○議長（美野勝男君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    小椋議員の再質疑に答えをいたします。 

  私も議員と同感でございまして、動物愛護センターを設置する際の一つの地元雇用と

いう建前の中で、あの施設を誘致してまいりました。そんな中でございますが、やはり

もうここ１０年たってまいります。そこで、この３年ほど前から、県から申し入れがご

ざいまして、やはり今の時代、随意契約というのは、できるだけ控えたいと。そして入

札制度に切りかえていきたいと、こういうふうな申し入れがあって、そして、これを引

き延ばしていたんです。しかし、もうここに至っては、それを引き延ばすというのは、

今度、県のほうの随意契約のほうで、ちょっと支障が出てくるという話の中で、いたし

方なくこの方式に沿うようにやってまいりました。 

  そんな中でございますが、やはりこの志賀野地区の働いている皆さんのことを考えま

して、実は先般のふる里公社の理事会で、実はこの事業について、事業項目をふやして

ほしいと、ふる里公社の中でね。そして、ふる里公社の中で、それを認めていただきま

したので、県に対して入札をする資格ができたと。そして、恐らく近々入札があるだろ

うと。ただ、ここでちょっと申し上げたいのは、入札となりますと、他の一般業者も入

ってまいります。そんな中での入札をしていかなならんと、こうした事態になっており

ます。 

  そんな中でございますので、その入札で落札すれば、また、ふる里公社の中で雇用し、

そして執行していくというような格好でいきたいと思いますが、非常に当初の県の方針

からは逸脱してきたと。これも時代の流れだという中で、いたし方なく受けてまいった

と、こういうことでございます。もう、話は約３年ほど前から来ています。そんな状況
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の中で、今まで延ばしてきたということで御理解を賜りたいと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ２番、小椋孝一君。 

○２番（小椋孝一君）    というと、ふる里公社で入札の指名願いを挙げて、とれば、

ふれあい公園の特別会計のほうでやってもろうて、減った人員をそこで、減るか減らん

かはわからないけれどということで、特に、今、県のほうも町長がおっしゃったように、

役務の受注のことで、今、インターネットでずっと入札方式で流れておりますけれども、

これは、時代の流れということになっているということは、私も承知でございますけれ

ども、うまく、本来ならば、この和歌山県にできないやつをふれあい公園が志賀野地区

にもってきたということを、今はそんなこと言うても遅いですけども、やはりそういう

ことの経過を踏まえて、でき得ればその継続をやれるような対策はなかったのかと思い

ます。こういうことになったということは、それは仕方がございませんけども、できる

だけ入札でうまく安くとってもらって、人員の確保をできればと願うところでございま

すけども、経過はわかりました。もう、答弁はよろしいです。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから、議案第３７号に対して討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第３７号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３７号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第８ 議案第３８号 平成２２年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算につい 

             て 
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○議長（美野勝男君）    日程第８、議案第３８号、平成２２年度紀美野町農業集落

排水事業特別会計予算について議題とします。 

  これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから、議案第３８号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第３８号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第９ 議案第３９号 平成２２年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算につい 

             て 

○議長（美野勝男君）    日程第９、議案第３９号、平成２２年度紀美野町野上簡易

水道事業特別会計予算について議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  １５番、美濃良和君。 

（１５番 美濃良和君 登壇） 

○１５番（美濃良和君）    １点、お伺いします。 

  歳入で、２４０ページなんですが、水道使用料が１４３万９,０００円、前年に比べ

て減額になっています。それについて、理由をお答え願いたいと思います。 

（１５番 美濃良和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    水道課長、三宅君。 

（水道課長 三宅敏和君 登壇） 

○水道課長（三宅敏和君）    美濃議員の質疑にお答えをしたいと思います。 
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  水道使用料の今年減額１４３万９,０００円となっておりますけれども、この原因で

すけれども、議員御承知のとおり、現在、厳しい社会経済情勢でございます。そういっ

たことで、住民の節約ムードの高まりと、そして高齢化による人口減少といったような

ものが相まって減額となっております。この数値につきましては、平成２１年度の１２

月までの状況を見て計上したものでございますので、御理解いただきたいと思います。 

（水道課長 三宅敏和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    １５番、美濃良和君。 

○１５番（美濃良和君）    そうなってまいりますと、どうしても歳入が減ってくる

ということでございますので、そこのところの調整はもう一般会計からの繰り入れとい

うことになってくるわけですね。 

○議長（美野勝男君）    水道課長、三宅君。 

○水道課長（三宅敏和君）    基本的には、そういう考えはあるんですけれども、今

回、ここに歳入のところに一般会計繰入金ということで２６４万７,０００円計上して

おりまして、昨年よりも５８万９,０００円増額となっております。これにつきまして

は、河北・志賀野統合簡易水道工事による起債はあるんですけれども、この交付税措置

分がふえてきたということで、収入が増額となっているもので、今のところ、そういっ

た野上簡水については、心配はないと思います。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから、議案第３９号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第３９号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



－３５３－ 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第１０ 議案第４０号 平成２２年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算につ 

              いて 

○議長（美野勝男君）    日程第１０、議案第４０号、平成２２年度紀美野町美里簡

易水道事業特別会計予算について議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  １番、田代哲郎君。 

（１番 田代哲郎君 登壇） 

○１番（田代哲郎君）    歳入で、ページ２５５、繰入金です。一般会計からの繰入

金５,６１９万４,０００円が計上されてますが、これは年々増えている状況ですが、今

後の推移をどういうふうに考えておられるのか、お答えください。 

  以上です。 

（１番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    水道課長、三宅君。 

（水道課長 三宅敏和君 登壇） 

○水道課長（三宅敏和君）    田代議員の質疑にお答えをしたいと思います。 

  美里簡水で、一般会計繰入金が昨年度よりも１,１４２万７,０００円増額となってい

ると、今後の推移はどうかということでございますけれども、委員御承知のとおり、美

里簡易水道工事につきましては、統合工事を平成１５年から１９年度まで５カ年で巨費

を投じて行ったわけでございますけれども、その起債分が据置期間が過ぎてまいりまし

た。過疎債につきましては、３年据え置き１２年償還、それから簡水債については、５

年据え置きの３０年償還ということでございまして、今後の見通しといたしましては、

据置期間が過ぎる平成２５年・２６年・２７年ごろが、一番ピークになりまして、１,

０００万円代ぐらいになるんではないかと予測をしてございます。 

  以上です。 

（水道課長 三宅敏和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

  １５番、美濃良和君。 

（１５番 美濃良和君 登壇） 
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○１５番（美濃良和君）    水道使用料が１４４万円、前年に比べて減額になってく

ると、こういうふうになっておりまして、今も答弁ございましたけれども、これは先の

野上簡水の答弁でもあったように、やっぱりそういうふうな理由がこちらでも影響して

いるんじゃないかと思います。 

  それと、あと前から問題になっている有収率の問題ですね。この漏れを改善するとい

うことも一つの大きな課題ではないかと思います。そういう点で、今年度、それについ

ての、この中に入っているんでしょうけれども、見解をお答え願いたいと思います。 

（１５番 美濃良和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    水道課長、三宅君。 

（水道課長 三宅敏和君 登壇） 

○水道課長（三宅敏和君）    美濃議員の質疑にお答えをしたいと思います。 

  美里簡水のほうについても、水道使用料が減となっておりますけれども、先ほど野上

簡水と言った同一内容でございます。 

  それから、有収率の向上については、大変重要な課題として水道課としても位置づけ

てございまして、昨年の６月議会で西口議員の一般質問にお答えをさせていただいたと

おりでございますけれども、御承知のとおり、美里地域につきましては、急峻な地形の

関係で、減圧水槽６１カ所設けてございます。この中で、フロート弁をそれぞれ設置し

ているんですけれども、これが正常に機能しているかというチェックをいたしました。

現在まで、６カ所がちょっと不良であったことが判明いたしまして、復旧をしました。 

  それから、一番特に大事なことは、漏水の特定と復旧でございます。現在まで、３カ

所、時間当たり１１トンぐらいの漏れをとめることができました。今後も、引き続いて

この問題についても鋭意努力をしてまいりたい、このように思っております。 

  それから、水道メーター器の交換ということで、これかなり日にちも経過もしており

ますので、これの取りかえを随時行ってございまして、現在のところ、もう５００カ所

程度交換をしてございます。引き続いて今もやっておるんですが、ことしの予算におい

ても、そういうことで、逐次やっていきたい。もちろん野上領域につきましても、同一

な考えでもって全体もそういうことで考えて、有収率も高めていきたいとこのように思

っております。 

  それから、以前にもお話ししたんですが、美里簡易水道の統合工事で滝ノ川と谷地区

の拡張工事を行いまして、３７戸の拡張工事を行いました。当初は取り水からすぐに水
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道水に切りかえるということが、なかなかできませんでした。そういうことの中で、配

水池の水質が悪化するということで、わざと排水をしておりましたけれども、２０年の

１２月末でこれを中止しております。これによる有収率も高まっていくんではないかと。

以上のことで、有収率も上がっていくと確信をしているんですが、もう一つ心配なこと

があります。 

  というのは、老朽化もさることながら、昨年は異常気象で非常に寒くございました。

そういうことで、漏水箇所が、全体で５０カ所ほど漏水がございました。１２月と１月

で２７カ所もありました。これは、美里簡水だけと違いますけれども、全体ですけれど

も、そんなことで、多少そういう大きな管のほうで漏水もしたので、７０％目指してい

るんですが、それに近いものになったらいいと思っております。有収率を高めるという

ことは、非常に水道課にとりましても、独立採算制でございますので、大きく作用する

ことになりますので、今後もできるだけ有収率を高めるために諸事業を取り組んでいき

たいと思いますので、御理解いただきたいと思います。 

（水道課長 三宅敏和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから、議案第４０号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第４０号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第４０号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第１１ 議案第４１号 平成２２年度紀美野町上水道事業会計予算について 

○議長（美野勝男君）    日程第１１、議案第４１号、平成２２年度紀美野町上水道
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事業会計予算について議題とします。 

  これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから、議案第４１号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第４１号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第１２ 議案第１５号 紀美野町過疎地域自立促進計画の変更について 

○議長（美野勝男君）    日程第１２、議案第１５号、紀美野町過疎地域自立促進計

画の変更について議題とします。 

  これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから、議案第１５号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第１５号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第１３ 議案第１６号 辺地総合整備計画の変更について 

○議長（美野勝男君）    日程第１３、議案第１６号、辺地総合整備計画の変更につ

いて議題とします。 

  これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから、議案第１６号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第１６号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第１４ 議案第１７号 指定管理者の指定について（紀美野町美里温泉かじか荘） 

○議長（美野勝男君）    日程第１４、議案第１７号、指定管理者の指定（紀美野町

美里温泉かじか荘）について議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  ３番、北道勝彦君。 

（３番 北道勝彦君 登壇） 

○３番（北道勝彦君）    かじか荘は、赤字が出るから委託を行ったんだと思います。

大した改革も行わず、大きな赤字を出しています。委託を行った意味がございません。

現在の経営方針で赤字を出すわけにはいきません。大きな改革を行い経営を行っていた

だきたいと思いますが、どのような改革を行われるのか、改革を行わなければ委託でき

ないと思いますが。 
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（３番 北道勝彦君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ３時４３分） 

―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時５０分） 

○議長（美野勝男君）    この質問は、先般の予算の中の質疑で答弁は終わっていま

すので、省略します。 

  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから、議案第１７号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

  ３番、北道勝彦君。 

（３番 北道勝彦君 登壇） 

○３番（北道勝彦君）    僕はね、こういう一人頭１万円給料払うのやったら、３万

円というものを売らないと月給が出てこないんですよ、水商売というのは、３倍。だか

ら、こんだけ人員確保して経営やれることない。だから、今の経営状態でやっていくと

いうことには、反対です。 

（３番 北道勝彦君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ３時５２分） 

―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時５３分） 

○３番（北道勝彦君）    指定管理者制度に反対します。 
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○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（美野勝男君）    起立多数です。 

  したがって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第１５ 議案第１８号 指定管理者の指定について（毛原オートキャンプ場） 

○議長（美野勝男君）    日程第１５、議案第１８号、指定管理者の指定（毛原オー

トキャンプ場）について議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  １５番、美濃良和君。 

（１５番 美濃良和君 登壇） 

○１５番（美濃良和君）    この毛原オートキャンプ場ですけれども、できたころに

ちょっと聞いたんですが、地元の方に管理をしていただくと、そういうことによって、

地元へも幾らかのそういうふうなお金が落ちていくということについて、というふうな

ところから始まったように思うんです。現在は、かじか荘がそれをやっているというふ

うに、美里町時代からですけれども、なっております。もう一度、地元の方でやってい

ただくということについては、そういうふうなことでの相手探しというのですか、そん

なことはどうであったのかお答え願いたいと思います。 

（１５番 美濃良和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    企画管財課長、牛居君。 

（企画管財課長 牛居秀行君 登壇） 

○企画管財課長（牛居秀行君）    美濃良和議員の毛原オートキャンプ場の管理者に

ついての質疑にお答えをいたします。 

  合併前、毛原オートキャンプ場ができた当時のことは、ちょっと正直申し上げて私存

じ上げませんけれども、現状につきましては、かじか荘のほうで、外部からの予約を受

付を行っております。管理については、約１名の方がかじか荘の中の職員で補っており

ます。清掃等もございますが、それもかじか荘の中でやっていただいておるという現状
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でございます。今後、適切な地元の雇用の方がおられれば、かじか荘、ふる里公社のほ

うに入社していただくような形をとりまして、その方に管理をしていただくというふう

な形になろうかと考えております。 

  やはり、個人でこのキャンプ場を管理して、そして、また出納の出入りから管理まで

やっていただくということにつきましては、ちょっと不透明化が出てくると感じており

ますので、現時点におきましては、ふる里公社に指定管理を委託をいたしまして、収支

といいましょうか、貸借対照表等の中で扱っていただくというふうに考えてございます

ので、御理解を賜りたいと思います。 

（企画管財課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから、議案第１８号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第１８号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第１６ 議案第４６号 平成２１年度紀美野町一般会計補正予算（第９号）につい 

              て 

○議長（美野勝男君）    日程第１６、議案第４６号、平成２１年度紀美野町一般会

計補正予算（第９号）について議題とします。 

  説明を願います。 

  総務課長、岡君。 

（総務課長 岡 省三君 登壇） 
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○総務課長（岡 省三君）    それでは、議案第４６号について、説明を申し上げま

す。 

  平成２１年度紀美野町一般会計補正予算（第９号） 

  平成２１年度紀美野町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,０４２万７,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７９億２,８９６万７,０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

  第２条、繰越明許費の追加は、第２表、繰越明許費補正による。 

  平成２２年３月２３日提出、紀美野町長 寺本光嘉 

  ７ページをご覧いただきたいと思います。 

  この補正予算でざいますけれども、２１年度の一般会計補正予算の第１次のなので、

予算計上させていただいて可決いただいておるわけでございますけれども、特別交付税

の増額と、それから、きめ細かな臨時交付金が増額されたということで、予算を計上さ

せていただいたわけでございます。 

  まず、地方交付税の特別交付税の増額につきましては、野上厚生病院の特別交付税の

新規参入がありましたので、その負担金を増額する必要がありまして増額させていただ

いたわけです。これにつきましては、歳出のほうでもうたっておりますが、野上厚生病

院のほうへ補助を出すものでございます。 

  それから、次の総務費国庫補助金等載っております。地域活性化のきめ細かな臨時交

付金ですが、３,３５０万５,０００円の増額がございましたので、この増額分を財源と

いたしまして、歳出のほうで説明させていただいておるんですが、工事請負費のほうで、

海南鋼管団地の排水路の改良工事に３５０万５,０００円とそれから、柴目川・長谷川

改良工事に３,０００万円を充てたいと、こういうふうな考えのもとで、補正をお願い

するものでございます。 

  それから、この事業等につきましては、４ページに載っております繰越明許費の補正

ということで、補正をさせていただくものでございます。補正後の金額は１億１,１９

４万５,０００円となるものでございます。 

  以上です。 

○議長（美野勝男君）    これから質疑を行います。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから、議案第４６号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第４６号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第１７ 請願第２号 「最低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策 

             の拡充・強化を求める意見書」の提出を求める請願について 

             （委員長報告） 

○議長（美野勝男君）    日程第１７、請願第２号、「最低賃金法の抜本改正と安定

雇用の創出、中小企業支援策の拡充・強化を求める意見書」の提出を求める請願につい

て議題とします。 

  請願について、委員長の審査・経過・結果の報告を願います。 

  総務文教常任委員長、小椋孝一君。 

（総務文教常任委員長、小椋孝一君 登壇） 

○総務文教常任委員長（小椋孝一君）    付託を受けております請願第２号について、

慎重に審査を行いました、その審査結果を報告します。 

  請願第２号、「最低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充・強

化を求める意見書」の提出を求める請願について 

  ここ数年の日本では、不況の波を受け、企業経営も労働者の暮らしも深刻な事態に直

面しています。鳩山政権は、最低賃金抜本改正、中小企業支援の強化、緊急雇用対策、

第２のセーフティ・ネット構築などを政策課題として打ち出していますが、現時点では、

日本の景気回復には内需の動向が決定的役割を果たすものと思われます。 
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  ワーキング・プアが急増し、さまざまな職場で懸命に働き、企業の利益を生み出しな

がらも、低賃金ゆえに貯蓄もできず、生活困窮状態に陥っている人たちがふえている現

状を考えるとき、最低賃金の引き上げは、景気刺激策として有効な手段であると思われ

ます。 

  不況によつて企業の支払い能力は、低下していますが、国から中小零細企業への支援

策を十分に講じつつ、最低賃金の引き上げを図れば、内需がふえ、中小零細企業の仕事

も雇用も拡大するという効果が発生すると思われます。 

  そこで、働く貧困層をなくし、すべての国民が、健康で文化的な最低限度の生活が営

めるように、最低賃金を大幅に引き上げるとともに、中小零細企業に対する支援強化の

施策を求める意見書を、国に対して提出すべきとの結論に達したものであります。 

  よつて、請願第２号は、採択すべきとの結論に達しました。 

  以上、総務文教常任委員会の報告を終わります。 

（総務文教常任委員長、小椋孝一君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    委員長報告が終わりましたので、質疑を行います。 

  ７番、西口 優君。 

（７番 西口 優君 登壇） 

○７番（西口 優君）    本来、私、総務文教の委員なんやけど、そのときは、欠席

してたので、ちょっと伺っておきたい。 

  この最低賃金を引き上げるということについては、私も賛成なんやけど、この金額が

入ってないということについて、これでは余り意味がないん違うかとこういうふうに思

うんですよ。だから、本来は幾ら以上にするという、こういうふうな金額の設定をして

おくべきじゃないかと。このままの形の中で、最低賃金を引き上げるというだけの話で

は、どないなってんのよって、こういうふうに思うので、その点の考え方だけ伺いたい

と思います。 

（７番 西口 優君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    総務文教常任委員長、小椋孝一君。 

○総務文教常任委員長（小椋孝一君）    ただいま西口議員の質疑でございますけど

も、西口議員も総務文教の委員ということで、欠席されたということで、大変慎重審査

を行いました。現在、最低賃金が６７０何円かの金額が、１,０００円まで上げること

によって、従業員が生活を守れるという一つの提案がございましたが、零細企業の中で
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は、１,０００円という金額をされた場合、非常に利益の少ない中で企業が頑張ってお

るのに、雇うても雇われないということが生じてくるということの中で、政府にお願い

をして、上げることに対しては、我々としても賛成であるという結論に達しましたので、

答弁をいたします。 

○議長（美野勝男君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから請願第２号を採決します。 

  請願第２号に対する委員報告は、採択です。 

  委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、請願第２号は委員長報告のとおり、採択と決定しました。 

◎日程第１８ 発議第１号 最低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の 

             拡充・強化を求める意見書（案）の提出について 

○議長（美野勝男君）    日程第１８、発議第１号、最低賃金法の抜本改正と安定雇

用の創出、中小企業支援策の拡充・強化を求める意見書（案）の提出について議題とし

ます。 

  提案理由の説明を願います。 

  総務文教常任委員長、小椋孝一君。 

（総務文教常任委員長、小椋孝一君 登壇） 

○総務文教常任委員長（小椋孝一君）    発議第１号の提出の理由の説明を行います。 

  発議第１号 平成２２年３月２３日 

  紀美野町議会議長 美野勝男様 
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  提出者 紀美野町総務文教常任委員会 委員長 小椋孝― 

  最低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充口強化を求める意見

書（案）の提出について 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第３項の規

定により提出します。 

  それでは、発議第１号、最低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の

拡充・強化を求める意見書（案）の提出理由について、説明を申し上げます。 

  ここ数年の日本では、不況の波を受け、企業経営も労働者の暮らしも深刻な事態に直

面しています。ワーキング・プアの増加していること、さまざまな職場で懸命に働き、

企業の利益を生み出しながらも、低賃金ゆえに貯蓄もできず、生活困窮状態に陥つてい

る人たちがふえている現状を考えるとき、最低賃金の引き上げは、景気刺激策として有

効な手段であると思われます。 

  不況によつて企業の支払能力は低下していますが、国から中小零細企業への支援策を

十分に講じつつ、最低賃金の引き上げを図れば、内需がふえ、中小零細企業の仕事も雇

用も拡大するという効果が期待できます。 

  以上のことから、働く貧困層をなくし、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生

活が営めるように、最低賃金を大幅に引き上げるとともに、中小零細企業に対する支援

強化の施策を求めるため、最低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の

拡充・強化を求める意見書を、政府並びに関係省庁に提出するものであります。 

  意見書を朗読いたします。 

  発議第１号、最低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充・強化

を求める意見書(案) 

  不況の波を受け、企業経営も労働者の暮らしも深刻な事態に直面している。今、労働

者の１/３超が年収２００万円未満であるといわれ、低賃金ゆえに十分な貯蓄もできず、

生活困窮に陥っている。 

  最低賃金の引き上げは、貧困対策のみならず、景気刺激策としても有効である。低所

得層ほど消費性向は高く、身の回りの衣食関連財など中小企業の製品を地域で購入する

傾向が強いからである。不況により企業の「支払能力」は低下しているが、今の低過ぎ

る最低賃金の引き上げは避けて通れない課題であり、中小零細企業に対する支援策を併

行して進めることによつて実現しなければならない。 
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  下請け業者の実情からいえば、不当な単価引き下げ圧力のもとで、いかにして適正単

価を確立するかが大きな課題となつており、最低賃金の引き上げとあわせ、公正取引ル

ール確立が求められている。最低賃金を生活保障水準に引き上げ、企業間取引の力関係

や、競争入札の力学の中でも貧困が生み出されないようにし、適正利潤を含んだ単価設

定が可能となる経済社会を実現するべきである。 

  労働基準法は、第１条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必

要を充たすべきものでなければならない」とし、最低賃金法は、最低賃金と生活保護と

の整合性をうたっている。最低賃金を大幅に引き上げ、働く貧困層をなくし、早急に日

本経済を景気回復への道へと導くため、下記の内容を早期に実行するよう、意見書を提

出する。 

記 

１．政府は、ワーキング・プアの根絶と地域格差是正のため、全国最低賃金の引き上げを

実現するための最低賃金法の抜本改正を行うこと。 

２．政府は、上記の法改正と併せて中小企業支援策の拡充と下請取引適正化のための制度

改善を実施し、適正な単価で公正取引が行われる経済環境を実現すること。 

３．政府は、企業に対し、労働者の雇用維持と安定雇用の創出を求めること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  平成２２年３月２３日 

  （意見書提出先） 

  内閣総理大臣 鳩山由起夫あて 

  厚生労働大臣 永妻 昭あて 

                           和歌山県海草郡紀美野町議会 

  以上で、この意見書に賛同賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

（総務文教常任委員長、小椋孝一君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで、質疑を終わります。 

  これから、発議第１号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（美野勝男君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    これで討論を終わります。 

  これから発議第１号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、発議第１号は原案のとおり、可決されました。 

◎日程第１９ 議員派遣の件について 

○議長（美野勝男君）    日程第１９、議員派遣の件について議題とします。 

  お諮りします。 

  本件については、会議規則第１２１条の規定に基づき、お手元に配付のとおり派遣す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議員派遣については、原案のとおり派遣することに決定しました。 

◎日程第２０ 閉会中の継続調査の申し出について（総務文教常任委員会）から 

◎日程第２２ 閉会中の継続調査の申し出について（議会運営委員会）まで一括上程 

○議長（美野勝男君）    日程第２０、日程第２１及び日程第２２、委員会の閉会中

の継続調査の申し出について一括議題とします。 

  初めに総務文教常任委員長から所管事務のうち、会議規則第７５条の規定によってお

手元に配付しましたとおり、特定事件の調査事項について閉会中の継続調査の申し出が

あります。 

  お諮りします。 

  委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

  次に、産業建設常任委員長から所管事務のうち、会議規則第７５条の規定によってお

手元に配付いたしましたとおり、特定事件の調査事項について閉会中の継続調査の申し
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出があります。 

  お諮りします。 

  委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

  次に、議会運営委員長から、次期定例会（定例会までの間に開かれる臨時会を含む）

の会期日程等の議会運営に関するすべての事項について、会議規則第７５条の規定によ

ってお手元に配りましたとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

◎日程第２３ 閉会中の継続審査の申し出について（総務文教常任委員会） 

○議長（美野勝男君）    日程第２３、委員会の継続審査の件を議題とします。 

  総務文教常任委員長から、目下委員会において審査中の陳情第３号、防災ヘリポート

及び救援物資備蓄の設置については、会議規則第７５条によってお手元に配りました申

出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

◎日程第２４ 閉会中の継続審査の申し出について（産業建設常任委員会） 

○議長（美野勝男君）    日程第２４、委員会の継続審査の件を議題とします。 

  産業建設常任委員長から、目下委員会において審査中の請願第１号、大角地区にトイ

レの設置についての請願については、会議規則第７５条の規定によってお手元に配りま

した申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 

  お諮りします。 



－３６９－ 

  委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

 閉 会 

○議長（美野勝男君）    これで、本日の日程は全部終了しました。 

  お諮りします。 

  本定例会に付された事件はすべて終了しました。 

  したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 

  これで、本日の会議を閉じます。 

  平成２２年第１回紀美野町議会定例会を閉会します。 

（午後 ４時２３分） 
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